
令
和
五
年
九
月
一
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）

令

和

五

年

第

四

四

〇

号

九

月

一

日

（　金 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
収
納
事
務
の
委
託  

一

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定  

一

大
分
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催  

一

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
（
三
件
）  

二

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
三
件
）  

五

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
五
年
九
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名　
　
　
　
　
　

称

所　
　
　

在　
　
　

地

ト
ラ
ン
ス
・
コ
ス
モ
ス
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
東
一
丁
目
二
番
二
十
号

二　

委
託
期
間　

　
　

令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
九
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
年
月
日
種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指　

定　

理　

由

令
五
・

　

八
・
一
八

映　

画

痴
漢
電
車　

グ
ッ
シ
ョ
リ
濡
ら
し
て

新
東
宝
映
画

　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

新
・
団
地
妻　

不
倫
は
蜜
の
味

新
東
宝
映
画

〃

〃

密
着
指
導　

教
え
て
あ
げ
る

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

激
撮
！
日
本
の
緊
縛

新
東
宝
映
画

〃

〃

ブ
ラ
と
パ
ン
テ
ィ　

変
態
が
い
っ
ぱ
い

オ
ー
ピ
ー
映
画

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
都
市
計
画
道
路

の
変
更
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
公
聴
会
の
開
催
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
四
十
四
年
大
分
県
規
則
第
五
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

　

同
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
公
述
申
出
期
限
ま
で
に
、
知
事

に
公
述
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
公
述
申
出
期
限
ま
で
に
公
述
の
申
出
が
な
い
場
合
は
、
公

聴
会
を
中
止
し
、
そ
の
旨
を
大
分
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
登
載
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

大
分
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
事
項

　
　

大
分
都
市
計
画
道
路
中
三
・
四
・
二
六
号
駄
ノ
原
細
線
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。



令
和
五
年
九
月
一
日

二

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

名　
　
　
　

称

位　
　
　
　
　
　
　
　
　

置

変
更
の
概
要

起　
　
　

点

終　
　
　

点

三
・
四
・
二
六
号

駄
ノ
原
細
線

大
分
市
高
砂
町
三
三
一

の
一

大
分
市
大
字
細
字
土
穴

一
部
区
域
の
変
更

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

公
聴
会
の
開
催
日
時
等

　
　

開
催
日
時　

令
和
五
年
十
月
二
日　

午
後
三
時
か
ら                     

　
　

開
催
場
所　

大
分
県
庁
新
館
六
階
入
札
室

四　

閲
覧
期
間

　
　

令
和
五
年
九
月
四
日
か
ら

　
　

令
和
五
年
九
月
十
九
日
ま
で

五　

公
述
申
出
期
限

　
　

令
和
五
年
九
月
十
九
日
ま
で

六　

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
閲
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
十
一
号　

大
分
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
閲
覧
場
所
に
図
書
を
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す

る
。
）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
種
類

　
　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
の
う
ち
、
土
木
一

　

式
工
事　

令
和
五
年
度
道
改
国
第
二
号
道
路
改
良
工
事

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　
　

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

　
　
　

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権

　
　
　

を
得
な
い
者

　
　

㈡　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
、
三
年
間
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び
こ
れ
ら
の

　
　
　

者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

　
　

⑴　

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品
質
若
し

く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

　
　

⑵　

競
争
入
札
又
は
せ
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価
格
の
成

立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

　
　

⑶　

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

　
　

⑷　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

　
　

⑸　

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

　
　

⑹　

⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
三
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契
約
の

履
行
に
当
た
り
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

　
　

㈢　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者

　

㈣　

建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
及
び
同
法
第
二
十

七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い
な
い
者

　

㈤　

大
分
県
が
発
注
す
る
工
事
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査

の
申
請
の
時
期
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
）
第
八
の
一
の
㈢
及
び
第
八
の
二

の
㈣
で
定
め
る
暴
力
団
関
係
者
に
該
当
す
る
者

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈠　

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
結

果

　
　

㈡　

工
事
経
歴

　
　

㈢　

工
事
成
績

　

㈣　

建
設
業
法
第
七
条
第
二
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
十
五
条
第
二
号
イ
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す

る
職
員
の
数

　
　

㈤　

信
用
度

　
　

㈥　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
申
請
の
方
法
等
（
県
内
に
本
店
を
有
し
、
令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら



令
和
五
年
九
月
一
日

三

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有
効
な
「
建
設
業
者
競
争
入
札
参
加
資
格
一
覧
表
」
に
登
載
さ
れ
て
い
る

建
設
業
者
及
び
県
外
に
本
店
を
有
し
、
令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有

効
な
「
建
設
業
者
競
争
入
札
参
加
資
格
一
覧
表
」
に
登
載
さ
れ
て
い
る
建
設
業
者
は
、
こ
の
資
格
審
査
の

申
請
を
す
る
必
要
は
な
い
。
）

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
土
木
建
築
部
公
共
工
事
入
札
管
理
室
入
札
管
理
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
―
一

　
　
　

電
話　

〇
九
七
―
五
〇
六
―
四
五
二
七

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
四
日
ま
で
と
す
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　

資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手
が
困
難
な
者
に
限
る
。
）。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　

https://w
w

w
.pref.oita.jp/soshiki/17050/n-shikakushinsei.htm

l

六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１　

入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
二
の
１
の
各
項
目
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
当

該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
か
つ
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
三
年
間
特
定
役
務
の
競
争
入
札
に
参

加
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

　

２　

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
資
格
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
種
類

　
　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
の
う
ち
、
土
木
一

　

式
工
事　

令
和
五
年
度
道
改
国
第
三
―
二
号
道
路
改
良
工
事

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権

を
得
な
い
者

　

㈡　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
、
三
年
間
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び
こ
れ
ら
の

者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

　
　

⑴　

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品
質
若
し

く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

　
　

⑵　

競
争
入
札
又
は
せ
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価
格
の
成

立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

　
　

⑶　

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

　
　

⑷　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

　
　

⑸　

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

　
　

⑹　

⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
三
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契
約
の

履
行
に
当
た
り
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

　

㈢　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者

　

㈣　

建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
及
び
同
法
第
二
十

七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い
な
い
者

　

㈤　

大
分
県
が
発
注
す
る
工
事
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査

の
申
請
の
時
期
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
）
第
八
の
一
の
㈢
及
び
第
八
の
二

の
㈣
で
定
め
る
暴
力
団
関
係
者
に
該
当
す
る
者

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈠　

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
結

果

　
　

㈡　

工
事
経
歴

　
　

㈢　

工
事
成
績

　

㈣　

建
設
業
法
第
七
条
第
二
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
十
五
条
第
二
号
イ
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す

る
職
員
の
数

　
　

㈤　

信
用
度



令
和
五
年
九
月
一
日

四

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

㈥　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
申
請
の
方
法
等
（
県
内
に
本
店
を
有
し
、
令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有
効
な
「
建
設
業
者
競
争
入
札
参
加
資
格
一
覧
表
」
に
登
載
さ
れ
て
い
る

建
設
業
者
及
び
県
外
に
本
店
を
有
し
、
令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有

効
な
「
建
設
業
者
競
争
入
札
参
加
資
格
一
覧
表
」
に
登
載
さ
れ
て
い
る
建
設
業
者
は
、
こ
の
資
格
審
査
の

申
請
を
す
る
必
要
は
な
い
。
）

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
土
木
建
築
部
公
共
工
事
入
札
管
理
室
入
札
管
理
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
―
一

　
　
　

電
話　

〇
九
七
―
五
〇
六
―
四
五
二
七

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
四
日
ま
で
と
す
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　

資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手
が
困
難
な
者
に
限
る
。
）。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　

https://w
w

w
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六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１　

入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
二
の
１
の
各
項
目
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
当

該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
か
つ
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
三
年
間
特
定
役
務
の
競
争
入
札
に
参

加
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

　

２　

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
資
格
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

一　

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
種
類

　
　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
の
う
ち
、
土
木
一

　

式
工
事　

令
和
五
年
度
電
建
工
第
二
―
二
号
R
N
水
圧
鉄
管
路
他
更
新
工
事

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権

を
得
な
い
者

　

㈡　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
、
三
年
間
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び
こ
れ
ら
の

者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

　
　

⑴　

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品
質
若
し

く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

　
　

⑵　

競
争
入
札
又
は
せ
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価
格
の
成

立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

　
　

⑶　

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

　
　

⑷　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

　
　

⑸　

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

　
　

⑹　

⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
三
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契
約
の

履
行
に
当
た
り
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

　

㈢　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者

　

㈣　

建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
及
び
同
法
第
二
十

七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い
な
い
者

　

㈤　

大
分
県
が
発
注
す
る
工
事
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査

の
申
請
の
時
期
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
）
第
八
の
一
の
㈢
及
び
第
八
の
二

の
㈣
で
定
め
る
暴
力
団
関
係
者
に
該
当
す
る
者

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠　

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
結

　
　
　

果

　
　

㈡　

工
事
経
歴

　
　

㈢　

工
事
成
績

　
　

㈣　

建
設
業
法
第
七
条
第
二
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
十
五
条
第
二
号
イ
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す



令
和
五
年
九
月
一
日

五

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　
　

る
職
員
の
数

　
　

㈤　

信
用
度

　
　

㈥　

そ
の
他
企
業
局
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
申
請
の
方
法
等
（
県
内
に
本
店
を
有
し
、
令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら

　

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有
効
な
「
建
設
業
者
競
争
入
札
参
加
資
格
一
覧
表
」
に
登
載
さ
れ
て
い
る

　

建
設
業
者
及
び
県
外
に
本
店
を
有
し
、
令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有

　

効
な
「
建
設
業
者
競
争
入
札
参
加
資
格
一
覧
表
」
に
登
載
さ
れ
て
い
る
建
設
業
者
は
、
こ
の
資
格
審
査
の

　

申
請
を
す
る
必
要
は
な
い
。
）

　

１　

申
請
の
方
法

　
　

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
企
業
局
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
企
業
局
総
務
課
契
約
管
財
班

　
　
　

〒
八
七
○
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

○
九
七
―
五
三
四
―
一
三
四
一

　

３　

申
請
の
時
期　

　
　
　

令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
四
日
ま
で
と
す
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　

資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
（
た
だ
し
、
入
札
参
加
資
格
の
適
用

は
、
本
案
件
に
限
る
。
）。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
。
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手
が
困
難
な
者
に
限
る
。
）。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１　

入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
二
の
１
の
各
項
目
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
当

　
　

該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
か
つ
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
三
年
間
特
定
役
務
の
競
争
入
札
に
参

　
　

加
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

　

２　

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
資
格
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

を
行

う
の

で
、

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

372号
）

第
６

条
及

び
大

分
県

契
約

事
務

規
則

（
昭

和
39年

大
分

県
規

則
第

22号
）

第
38条

の
規

定
に

基
づ

き
公

告
す

る
。

　
　

令
和

５
年

９
月

１
日

大
分

県
知

事
　

　
佐

　
　

　
藤

　
　

　
樹

　
一

　
郎

　
一

　
本

案
件

は
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
行

う
電

子
入

札
対

象
案

件
で

あ
る

。
　

　
電

子
入

札
の

取
扱

い
は

、
こ

の
公

告
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

大
分

県
電

子
入

札
運

用
基

準
に

よ
る

。
二

　
本

案
件

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
22年

政
令

第
16号

）
第

167条
の

10の
２

第
３

項
に

規
定

す
る

総
合

評
価

一
般

競
争

入
札

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。
　

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
　

⑴
　

工
事

名
　

　
　

　
令

和
５

年
度

道
改

国
第

２
号

道
路

改
良

工
事

　
　

⑵
　

工
事

場
所

　
　

　
　

国
道

212号
　

日
田

市
大

字
花

月
　

　
⑶

　
工

期
　

　
　

　
契

約
締

結
の

日
の

翌
日

か
ら

令
和

９
年

１
０

月
２

９
日

ま
で

　
　

⑷
　

工
事

概
要

　
　

　
ア

　
構

造
形

式
：

ト
ン

ネ
ル

工
（

N
A

T
M

）
１

式
　

　
　

イ
　

延
　

　
長

：
全

体
延

長
1,520ｍ

（
ト

ン
ネ

ル
延

長
1,520ｍ

）
　

　
　

ウ
　

幅
　

　
員

：
w

=7.0（
10.5）

ｍ
　

　
　

エ
　

標
準

内
空

断
面

積
：

約
80㎡

　
　

⑸
　

使
用

す
る

主
要

な
資

機
材

　
　

　
ア

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
：

約
22,000㎥

　
　

　
イ

　
鋼

材
：

約
1,000ｔ

　
　

　
ウ

　
ロ

ッ
ク

ボ
ル

ト
：

約
30,000本

　
　

⑹
　

予
定

価
格

　
　

　
　

7,579,189,200円
（

予
定

価
格

×
100/110=6,890,172,000円

）
　

２
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
　

　
本

案
件

に
つ

い
て

は
、

次
の

⑴
及

び
⑵

の
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
特

定
建

設
工

事
共

同
企

業
　

　
体

（
以

下
「

共
同

企
業

体
」

と
い

う
。

）
に

限
り

入
札

参
加

を
認

め
る

。
　

　
⑴

　
共

同
企

業
体

の
要

件
　

　
　

共
同

企
業

体
の

要
件

に
つ

い
て

は
、

大
分

県
建

設
工

事
共

同
企

業
体

の
競

争
入

札
参

加
資

格
等

に



令
和
五
年
九
月
一
日

六

大
分
県
報
（
公
告
）

関
す

る
取

扱
要

綱
（

昭
和

53年
大

分
県

告
示

第
398号

。
以

下
「

要
綱

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

　
　

　
ア

　
要

綱
に

定
め

る
特

定
建

設
工

事
共

同
企

業
体

協
定

書
に

よ
り

、
協

定
を

締
結

し
て

い
る

こ
と

。
　

　
　

イ
　

共
同

企
業

体
の

構
成

員
（

以
下

「
構

成
員

」
と

い
う

。
）

の
数

は
３

者
で

あ
る

こ
と

。
　

　
ウ

　
共

同
企

業
体

を
代

表
す

る
企

業
（

以
下

「
代

表
構

成
員

」
と

い
う

。
）

は
、

構
成

員
の

う
ち

最
大

の
出

資
比

率
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
　

　
　

エ
　

全
て

の
構

成
員

が
20％

以
上

の
出

資
比

率
で

あ
る

こ
と

。
　

　
オ

　
当

該
工

事
の

請
負

契
約

の
相

手
方

と
な

っ
た

共
同

企
業

体
は

、
当

該
工

事
の

請
負

契
約

の
履

行
後

３
か

月
間

存
続

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

　
　

　
　

ま
た

、
当

該
工

事
の

請
負

契
約

の
相

手
方

と
な

ら
な

か
っ

た
共

同
企

業
体

は
、

当
該

工
事

の
請

負
契

約
が

締
結

さ
れ

る
日

ま
で

存
続

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

　
　

　
カ

　
結

成
方

法
は

自
主

結
成

と
す

る
。

　
　

キ
　

構
成

員
の

組
合

せ
は

、
２

の
⑵

の
ア

及
び

イ
の

全
て

を
満

た
す

「
代

表
構

成
員

」
１

者
と

、
２

の
⑵

の
ア

及
び

ウ
の

全
て

を
満

た
す

「
そ

の
他

の
構

成
員

Ａ
」

１
者

と
、

２
の

⑵
の

ア
及

び
エ

の
全

て
を

満
た

す
「

そ
の

他
の

構
成

員
Ｂ

」
１

者
の

３
者

の
組

合
せ

と
す

る
。

　
　

　
　

な
お

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

は
、

当
該

工
事

の
他

の
共

同
企

業
体

の
構

成
員

を
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

ま
た

、「
代

表
構

成
員

」
と

し
て

の
要

件
を

満
た

す
者

同
士

の
組

合
せ

は
認

め
な

い
も

の
と

す
る

。
　

　
⑵

　
構

成
員

の
要

件
　

　
　

ア
　

全
構

成
員

　
　

　
　

　
次

の
ア

か
ら

ク
ま

で
の

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
　

　
　

　
ア

　
地

方
自

治
法

施
行

令
第

167条
の

4の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

イ
　

大
分

県
が

発
注

す
る

工
事

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
及

び
資

格
審

査
の

申
請

の
時

期
（

昭
和

39年
大

分
県

告
示

第
481号

）
に

よ
り

土
木

一
式

工
事

の
資

格
認

定
を

受
け

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

ウ
　

対
象

工
事

に
係

る
工

事
種

別
に

つ
い

て
、

建
設

業
法

（
昭

和
24年

法
律

第
100号

）
第

３
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
る

特
定

建
設

業
の

許
可

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。
エ

　
大

分
県

が
発

注
す

る
建

設
工

事
等

の
契

約
に

係
る

指
名

競
争

入
札

参
加

者
の

資
格

を
有

す
る

者
に

対
す

る
指

名
停

止
等

措
置

要
領

（
昭

和
60年

大
分

県
告

示
第

267号
。

以
下

「
指

名
停

止
要

領
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

く
指

名
停

止
期

間
中

で
な

い
こ

と
。

オ
　

開
札

予
定

日
以

前
３

か
月

以
内

に
、

手
形

交
換

所
で

不
渡

手
形

若
し

く
は

不
渡

小
切

手
を

出
し

た
事

実
又

は
銀

行
若

し
く

は
主

要
取

引
先

か
ら

の
取

引
停

止
等

を
受

け
た

事
実

が
あ

る
者

で

な
い

こ
と

。
カ

　
破

産
法

（
平

成
16年

法
律

第
75号

）
の

規
定

に
基

づ
く

破
産

の
申

立
て

、
会

社
更

生
法

（
平

成
14年

法
律

第
154号

）
の

規
定

に
基

づ
く

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

又
は

民
事

再
生

法
（

平
成

11年
法

律
第

225号
）

の
規

定
に

基
づ

く
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
（

会
社

更
生

法
の

規
定

に
基

づ
く

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

又
は

民
事

再
生

法
の

規
定

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

た
者

で
あ

っ
て

、
更

生
計

画
の

認
可

が
決

定
し

、
又

は
再

生
計

画
の

認
可

の
決

定
が

確
定

し
た

者
を

除
く

。
）

。
キ

　
対

象
工

事
に

係
る

設
計

業
務

等
の

受
託

者
又

は
当

該
受

託
者

と
資

本
若

し
く

は
人

事
面

に
お

い
て

関
連

が
あ

る
者

で
な

い
こ

と
。

ク
　

本
案

件
に

つ
い

て
、

関
連

会
社

が
入

札
に

参
加

し
て

い
な

い
こ

と
（

同
一

の
共

同
企

業
体

に
構

成
員

と
し

て
参

加
す

る
場

合
を

除
く

。
）

。
　

　
　

　
　

な
お

、
関

連
会

社
と

は
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
と

す
る

。
　

　
　

　
　

ａ
　

資
本

関
係

　
　

　
　

　
　

⒜
　

親
会

社
と

子
会

社
の

関
係

親
会

社
が

子
会

社
に

対
し

、
株

（
出

資
金

）
の

過
半

数
を

所
有

（
出

資
）

し
て

い
る

場
合

に
限

る
。

　
　

　
　

　
　

⒝
　

親
会

社
を

同
じ

く
す

る
子

会
社

同
士

の
関

係
親

会
社

が
子

会
社

に
対

し
、

株
（

出
資

金
）

の
過

半
数

を
所

有
（

出
資

）
し

て
い

る
場

合
に

限
る

。
　

　
　

　
　

　
⒞

　
協

同
組

合
等

と
そ

の
構

成
員

（
組

合
員

）
等

の
関

係
協

同
組

合
等

及
び

構
成

員
（

組
合

員
）

等
の

い
ず

れ
も

が
、

県
の

競
争

入
札

参
加

資
格

を
有

し
て

い
る

場
合

に
限

る
。

　
　

　
　

　
ｂ

　
人

的
関

係
⒜

　
一

方
の

会
社

等
の

役
員

（
取

締
役

（
指

名
委

員
会

等
設

置
会

社
に

あ
っ

て
は

執
行

役
）

、
持

分
会

社
（

合
名

会
社

、
合

資
会

社
又

は
合

同
会

社
を

い
う

。
）

の
業

務
を

執
行

す
る

社
員

、
組

合
の

理
事

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
者

を
い

い
、

監
査

役
を

除
く

。
な

お
、

個
人

に
あ

っ
て

は
事

業
主

、
県

外
に

本
店

を
有

す
る

者
に

あ
っ

て
は

大
分

県
と

の
契

約
に

つ
い

て
委

任
を

受
け

た
営

業
所

が
あ

る
場

合
は

そ
の

長
（

支
店

長
又

は
営

業
所

長
等

）
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
が

、
他

方
の

会
社

等
の

役
員

を
現

に
兼

ね
て

い
る

場
合

に
限

る
。

た
だ

し
、

会
社

等
の

一
方

が
民

事
再

生
法

第
２

条
第

４
号

に
規

定
す

る
再

生
手

続
中

の
会

社
等

又
は

会
社

更
生

法
第

２
条

第
７

項
に

規
定

す
る

更
生

会
社

で
あ

る
場

合
を

除
く

。
⒝

　
一

方
の

会
社

等
の

役
員

が
、

他
方

の
会

社
等

の
民

事
再

生
法

第
64条

第
２

項
又

は
会

社



令
和
五
年
九
月
一
日

七

大
分
県
報
（
公
告
）

更
生

法
第

67条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

選
任

さ
れ

た
管

財
人

（
以

下
「

管
財

人
」

と
い

う
。

）
を

現
に

兼
ね

て
い

る
場

合
に

限
る

。
⒞

　
一

方
の

会
社

等
の

管
財

人
が

、
他

方
の

会
社

等
の

管
財

人
を

現
に

兼
ね

て
い

る
場

合
に

限
る

。
※

　
上

記
に

該
当

す
る

関
連

会
社

同
士

が
入

札
に

参
加

し
た

場
合

は
、

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

を
す

る
こ

と
が

あ
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

関
連

会
社

の
行

っ
た

入
札

は
、

い
ず

れ
も

無
効

と
し

、
い

ず
れ

か
が

落
札

候
補

者
と

な
っ

た
場

合
は

、
次

順
位

者
を

落
札

候
補

者
と

す
る

。
　

　
　

イ
　

代
表

構
成

員
　

　
　

　
　

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

の
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
。

ア
　

建
設

業
法

第
27条

の
29の

規
定

に
基

づ
く

総
合

評
定

値
通

知
書

の
う

ち
土

木
一

式
工

事
に

係
る

総
合

評
定

値
（

Ｐ
点

）
が

、
1,500点

以
上

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

審
査

基
準

日
が

令
和

３
年

10月
１

日
か

ら
令

和
４

年
９

月
30日

の
間

の
も

の
で

直
近

の
も

の
に

限
る

（
合

併
等

に
よ

り
大

分
県

が
競

争
入

札
参

加
資

格
の

承
継

を
認

め
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
）

。
イ

　
平

成
20年

４
月

１
日

以
降

に
N

A
T

M
（

ナ
ト

ム
）

工
法

に
よ

る
内

空
断

面
65㎡

以
上

か
つ

施
工

延
長

1,100ｍ
以

上
の

ト
ン

ネ
ル

工
事

を
履

行
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
（

工
事

は
元

請
で

完
成

し
た

も
の

に
限

る
。

ま
た

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

と
し

て
の

実
績

は
出

資
比

率
が

20
％

以
上

の
も

の
に

限
る

。
）

。
ウ

　
次

に
掲

げ
る

要
件

を
全

て
満

た
す

監
理

技
術

者
を

当
該

工
事

に
専

任
で

配
置

で
き

る
こ

と
。

　
　

な
お

、
入

札
に

係
る

資
料

提
出

時
点

に
お

い
て

、
監

理
技

術
者

を
決

定
で

き
な

い
こ

と
に

よ
り

複
数

の
候

補
者

を
も

っ
て

配
置

予
定

技
術

者
の

確
認

資
料

を
提

出
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

が
、

い
ず

れ
の

候
補

者
に

つ
い

て
も

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　

　
　

　
ａ

　
１

級
土

木
施

工
管

理
技

士
の

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。
ｂ

　
監

理
技

術
者

資
格

者
証

を
有

す
る

者
で

、
監

理
技

術
者

講
習

を
修

了
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
ｃ

　
現

場
代

理
人

又
は

主
任

（
監

理
）

技
術

者
と

し
て

、
イ

に
掲

げ
る

工
事

に
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
者

で
あ

る
こ

と
（

工
事

は
元

請
で

完
成

し
た

も
の

に
限

る
。

ま
た

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

と
し

て
の

実
績

は
出

資
比

率
が

20％
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
。

た
だ

し
、

現
場

代
理

人
に

つ
い

て
は

、
イ

に
示

し
た

工
事

に
従

事
し

た
時

に
主

任
（

監
理

）
技

術
者

の
資

格
を

有
し

て
い

た
場

合
に

限
る

。
ｄ

　
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
提

出
日

以
前

３
か

月
以

上
前

に
雇

用
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ

と
。

ｅ
　

監
理

技
術

者
は

、
工

事
着

手
か

ら
工

事
完

了
ま

で
の

間
、

病
気

、
死

亡
及

び
退

職
等

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

原
則

と
し

て
変

更
を

認
め

な
い

。
　

　
　

ウ
　

そ
の

他
の

構
成

員
Ａ

　
　

　
　

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

の
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
。

な
お

、
イ

の
ア

及
び

イ
に

係
る

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

者
は

、「
そ

の
他

の
構

成
員

Ａ
」

と
な

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
ア

　
建

設
業

法
第

27条
の

29の
規

定
に

基
づ

く
総

合
評

定
値

通
知

書
の

う
ち

土
木

一
式

工
事

に
係

る
総

合
評

定
値

（
Ｐ

点
）

が
、

910点
以

上
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
審

査
基

準
日

が
令

和
３

年
10月

１
日

か
ら

令
和

４
年

９
月

30日
の

間
の

も
の

で
直

近
の

も
の

に
限

る
（

合
併

等
に

よ
り

大
分

県
が

競
争

入
札

参
加

資
格

の
承

継
を

認
め

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

）
。

イ
　

平
成

20年
４

月
１

日
以

降
に

N
A

T
M

（
ナ

ト
ム

）
工

法
に

よ
る

ト
ン

ネ
ル

工
事

を
履

行
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
（

工
事

は
元

請
で

完
成

し
た

も
の

に
限

る
。

ま
た

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

と
し

て
の

実
績

は
出

資
比

率
が

20％
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
。

　
　

　
ウ

　
次

に
掲

げ
る

要
件

を
全

て
満

た
す

主
任

技
術

者
を

当
該

工
事

に
専

任
で

配
置

で
き

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
ａ

　
１

級
土

木
施

工
管

理
技

士
の

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。
ｂ

　
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
提

出
日

以
前

３
か

月
以

上
前

に
雇

用
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ
と

。
ｃ

　
主

任
技

術
者

は
、

工
事

着
手

か
ら

工
事

完
了

ま
で

の
間

、
病

気
、

死
亡

及
び

退
職

等
や

む
を

得
な

い
場

合
を

除
き

、
原

則
と

し
て

変
更

を
認

め
な

い
。

　
　

　
エ

　
そ

の
他

の
構

成
員

Ｂ
　

　
　

　
次

の
ア

及
び

イ
の

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
な

お
、

イ
の

ア
及

び
イ

に
係

る
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
者

は
、「

そ
の

他
の

構
成

員
Ｂ

」
と

な
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

ア
　

平
成

20年
４

月
１

日
以

降
に

道
路

改
良

工
事

を
履

行
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
（

工
事

は
元

請
で

完
成

し
た

も
の

に
限

る
。

ま
た

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

と
し

て
の

実
績

は
出

資
比

率
が

20％
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
。

　
　

　
イ

　
次

に
掲

げ
る

要
件

を
全

て
満

た
す

主
任

技
術

者
を

当
該

工
事

に
専

任
で

配
置

で
き

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
ａ

　
１

級
土

木
施

工
管

理
技

士
の

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。
ｂ

　
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
提

出
日

以
前

３
か

月
以

上
前

に
雇

用
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ
と

。
ｃ

　
主

任
技

術
者

は
、

工
事

着
手

か
ら

工
事

完
了

ま
で

の
間

、
病

気
、

死
亡

及
び

退
職

等
や

む
を

得
な

い
場

合
を

除
き

、
原

則
と

し
て

変
更

を
認

め
な

い
。

　
３

　
入

札
手

続
等



令
和
五
年
九
月
一
日

八

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

⑴
　

担
当

課
　

　
　

　
郵

便
番

号
870-8501

　
　

　
　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

　
　

　
大

分
県

土
木

建
築

部
道

路
建

設
課

管
理

班
（

大
分

県
庁

舎
新

館
７

階
）

　
　

　
　

電
話

097-506-4724
　

　
　

　
FA

X
 097-506-1774

　
　

　
　

E-m
ail a17140@

pref.oita.lg.jp
　

　
⑵

　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

期
間

、
場

所
及

び
方

法
　

　
　

ア
　

入
札

説
明

書
　

　
　

　
令

和
５

年
９

月
４

日
（

月
）

か
ら

同
年

11月
８

日
（

水
）

ま
で

の
日

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

国
民

の
祝

日
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

23年
法

律
第

178号
）

第
３

条
に

規
定

す
る

休
日

（
以

下
こ

れ
ら

を
「

休
日

」
と

い
う

。
）

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

の
間

に
、

⑴
の

場
所

で
直

接
交

付
を

受
け

る
か

、
大

分
県

共
同

利
用

型
入

札
情

報
サ

ー
ビ

ス
シ

ス
テ

ム
（

https://
w

w
w

.t-elis.pref.oita.lg.jp/D
EN

T
Y

O
/GPPI_M

EN
U

 ）
か

ら
直

接
入

手
す

る
こ

と
。

　
　

　
イ

　
設

計
図

書
　

　
　

　
令

和
５

年
９

月
４

日
（

月
）

か
ら

同
年

11月
20日

（
月

）
ま

で
の

日
（

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

の
間

に
、

⑴
の

場
所

で
閲

覧
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

な
お

、
希

望
者

に
対

し
て

閲
覧

用
設

計
図

書
の

デ
ー

タ
を

記
録

し
た

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

を
配

布
す

る
。

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

の
配

布
を

希
望

す
る

者
は

、
上

記
の

閲
覧

期
間

内
に

、
⑴

の
場

所
へ

引
換

用
の

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

（
未

使
用

650Ｍ
Ｂ

以
上

）
を

持
参

す
る

こ
と

。
　

　
　

ウ
　

注
意

事
項

　
　

　
　

　
入

札
後

の
設

計
図

書
等

は
、

他
の

用
途

に
使

用
せ

ず
適

正
に

処
分

す
る

こ
と

。
　

　
⑶

　
建

設
工

事
共

同
企

業
体

協
定

書
の

写
し

の
提

出
期

間
、

場
所

及
び

方
法

　
　

　
ア

　
期

間
　

　
　

　
令

和
５

年
９

月
５

日
（

火
）

か
ら

同
年

10月
３

日
（

火
）

ま
で

の
日

（
休

日
を

除
く

。
）

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
　

　
イ

　
場

所
　

　
　

　
　

⑴
に

同
じ

。
　

　
　

ウ
　

方
法

　
　

　
　

⑴
の

場
所

へ
持

参
し

て
提

出
す

る
こ

と
。

電
子

入
札

へ
登

録
を

行
う

た
め

、
郵

送
及

び
電

送
に

よ
る

も
の

は
受

け
付

け
な

い
。

　
　

　
　

　
※

　
手

続
は

、
大

分
県

電
子

入
札

運
用

基
準

に
よ

る
。

　
⑷

　
競

争
入

札
参

加
資

格
の

確
認

の
た

め
の

競
争

入
札

参
加

表
明

書
兼

競
争

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
及

び
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
（

以
下

こ
れ

ら
を

総
称

し
て

「
参

加
表

明
書

等
」

と
い

う
。

）
の

提
出

期
間

、
場

所
及

び
方

法
　

　
　

ア
　

期
間

　
　

　
　

令
和

５
年

９
月

５
日

（
火

）
か

ら
同

年
10月

４
日

（
水

）
ま

で
の

日
（

休
日

を
除

く
。

）
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
　

　
　

イ
　

場
所

　
　

　
　

　
⑴

に
同

じ
。

　
　

　
ウ

　
方

法
　

　
　

　
原

則
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
媒

体
提

出
届

を
提

出
し

た
場

合
は

、
持

参
又

は
郵

送
（

郵
便

書
留

に
限

る
。

）
に

よ
る

提
出

を
認

め
る

。
　

　
　

　
　

※
　

手
続

は
、

大
分

県
電

子
入

札
運

用
基

準
に

よ
る

。
　

　
⑸

　
技

術
資

料
の

提
出

期
間

、
場

所
及

び
方

法
　

　
　

ア
　

期
間

　
　

　
　

令
和

５
年

10月
19日

（
木

）
か

ら
同

年
11月

10日
（

金
）

ま
で

の
日

（
休

日
を

除
く

。
）

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
　

　
イ

　
場

所
　

　
　

　
　

⑴
に

同
じ

。
　

　
　

ウ
　

方
法

　
　

　
　

　
⑷

の
ウ

に
同

じ
。

　
　

⑹
　

入
札

の
日

時
及

び
場

所
並

び
に

入
札

書
の

提
出

方
法

　
　

　
ア

　
日

時
　

　
　

　
ア

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
　

　
令

和
５

年
11月

10日
（

金
）

か
ら

同
月

20日
（

月
）

ま
で

の
日

（
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
　

　
　

　
イ

　
紙

入
札

（
持

参
又

は
郵

送
の

場
合

）
　

　
令

和
５

年
11月

10日
（

金
）

か
ら

同
月

20日
（

月
）

ま
で

の
日

（
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
　

　
　

イ
　

場
所

　
　

　
　

　
⑴

に
同

じ
。

　
　

　
ウ

　
方

法
　

　
　

　
原

則
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
紙

入
札

（
見

積
）

参
加

届
出

書



令
和
五
年
九
月
一
日

九

大
分
県
報
（
公
告
）

を
提

出
し

、
紙

入
札

の
承

認
を

受
け

た
場

合
は

、
持

参
又

は
郵

送
（

郵
便

書
留

に
限

る
。

）
に

よ
る

提
出

を
認

め
る

。
ま

た
、

入
札

回
数

は
原

則
と

し
て

１
回

と
す

る
。

　
　

　
　

　
※

　
手

続
は

、
大

分
県

電
子

入
札

運
用

基
準

に
よ

る
。

　
　

⑺
　

開
札

の
日

時
及

び
場

所
並

び
に

立
会

　
　

　
ア

　
日

時
　

　
　

　
　

令
和

５
年

12月
13日

（
水

）　
午

前
10時

　
　

　
イ

　
場

所
　

　
　

　
　

郵
便

番
号

870-8501
　

　
　

　
　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

　
　

　
　

大
分

県
庁

舎
新

館
６

階
入

札
室

　
　

　
ウ

　
立

会
　

　
　

　
　

開
札

の
立

会
は

、
大

分
県

電
子

入
札

立
会

要
領

に
よ

る
。

　
４

　
そ

の
他

　
⑴

　
当

該
工

事
請

負
契

約
の

締
結

は
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
96条

に
規

定
す

る
県

議
会

の
議

決
事

項
で

あ
り

、
当

該
入

札
の

落
札

決
定

後
、

落
札

者
と

の
間

に
仮

契
約

を
締

結
し

、
議

会
議

決
後

本
契

約
と

な
る

も
の

で
あ

る
。

　
⑵

　
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
、

通
貨

及
び

時
刻

は
、

日
本

語
、

日
本

国
通

貨
及

び
日

本
標

準
時

に
限

る
。

　
　

⑶
　

入
札

保
証

金
及

び
契

約
保

証
金

　
　

　
ア

　
入

札
保

証
金

　
免

除
　

　
イ

　
契

約
保

証
金

　
納

付
。

た
だ

し
、

利
付

国
債

の
提

供
又

は
金

融
機

関
若

し
く

は
保

証
事

業
会

社
の

保
証

を
も

っ
て

契
約

保
証

金
の

納
付

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
ま

た
、

公
共

工
事

履
行

保
証

証
券

に
よ

る
保

証
を

付
し

、
又

は
履

行
保

証
保

険
契

約
の

締
結

を
行

っ
た

場
合

は
、

契
約

保
証

金
を

免
除

す
る

。
　

　
⑷

　
入

札
の

無
効

等
　

　
ア

　
公

告
に

示
し

た
競

争
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
の

し
た

入
札

、
参

加
表

明
書

等
及

び
技

術
資

料
に

虚
偽

の
記

載
を

し
た

者
の

し
た

入
札

並
び

に
入

札
開

始
前

の
注

意
事

項
及

び
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

入
札

は
無

効
と

し
、

無
効

の
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
し

て
い

た
場

合
に

は
落

札
決

定
を

取
り

消
す

。
　

　
　

イ
　

談
合

情
報

の
取

扱
い

　
　

　
　

ア
　

総
合

評
価

に
お

け
る

談
合

の
認

定
基

準
　

　
談

合
情

報
の

落
札

予
定

者
の

入
札

価
格

が
最

低
価

格
入

札
者

の
入

札
価

格
（

調
査

基
準

価
格

未
満

を
除

く
。

）
と

一
致

し
て

い
る

場
合

は
、

事
情

聴
取

等
の

調
査

を
実

施
す

る
。

た
だ

し
、

最
終

的
な

入
札

結
果

の
落

札
者

と
談

合
情

報
の

落
札

予
定

者
が

一
致

し
な

い
場

合
は

談
合

と
は

認
定

し
な

い
。

　
　

　
　

イ
　

談
合

が
あ

っ
た

と
認

定
し

た
場

合
の

対
応

　
　

公
正

入
札

調
査

委
員

会
が

談
合

が
あ

っ
た

と
認

定
し

た
場

合
は

、
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
27条

第
２

号
を

適
用

し
、

当
該

入
札

を
無

効
と

し
、

当
該

入
札

参
加

者
を

排
除

す
る

旨
の

要
件

を
加

え
た

上
で

再
度

、
入

札
公

告
を

行
う

。
　

　
⑸

　
低

入
札

価
格

調
査

基
準

価
格

の
有

無
　

有
（

失
格

基
準

有
り

）
　

　
　

低
入

札
価

格
調

査
を

受
け

た
者

と
の

契
約

に
つ

い
て

は
、

契
約

の
保

証
の

額
を

請
負

代
金

の
10分

の
３

以
上

と
す

る
。

ま
た

、
前

金
払

に
お

い
て

は
請

負
代

金
の

10分
の

２
以

内
と

す
る

。
　

　
⑹

　
落

札
者

の
決

定
方

法
　

　
　

ア
　

開
札

後
は

、
落

札
者

の
決

定
を

保
留

す
る

。
　

　
イ

　
１

の
⑹

に
記

載
す

る
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

の
価

格
を

も
っ

て
有

効
な

入
札

を
行

っ
た

者
の

う
ち

、
評

価
値

の
最

も
高

い
者

を
落

札
者

と
す

る
。

　
　

　
　

た
だ

し
、

落
札

者
と

な
る

べ
き

者
の

入
札

価
格

に
よ

っ
て

は
、

そ
の

者
に

よ
り

当
該

契
約

の
内

容
に

適
合

し
た

履
行

が
さ

れ
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
、

又
は

そ
の

者
と

契
約

を
締

結
す

る
こ

と
が

公
正

な
取

引
の

秩
序

を
乱

す
こ

と
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
っ

て
著

し
く

不
適

当
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
の

価
格

を
も

っ
て

入
札

し
た

他
の

者
の

う
ち

評
価

値
の

最
も

高
い

者
を

落
札

者
と

す
る

こ
と

が
あ

る
。

　
　

ウ
　

評
価

値
の

最
も

高
い

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

に
は

、
く

じ
に

よ
り

落
札

者
を

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

エ
　

落
札

者
の

決
定

は
、

原
則

と
し

て
開

札
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
５

日
（

休
日

を
含

ま
な

い
。

）
以

内
に

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

低
入

札
価

格
調

査
を

実
施

す
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

　
　

オ
　

イ
に

よ
り

落
札

者
を

決
定

し
た

場
合

は
、

直
ち

に
、

入
札

参
加

者
に

対
し

通
知

を
行

う
と

と
も

に
、

当
該

入
札

結
果

を
公

表
す

る
。

　
　

カ
　

落
札

者
と

な
ら

な
か

っ
た

者
は

、
落

札
者

の
公

表
を

行
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
５

日
以

内
（

休
日

を
含

ま
な

い
。

）
に

契
約

担
当

者
に

対
し

て
、

落
札

者
と

な
ら

な
か

っ
た

理
由

の
説

明
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

キ
　

本
案

件
は

落
札

制
限

の
対

象
工

事
で

あ
り

、
優

先
順

位
の

順
に

落
札

者
を

決
定

す
る

（
落

札
者

は
、

共
同

企
業

体
で

参
加

し
た

場
合

の
構

成
員

を
含

む
。

）
。

　
　

　
　

ま
た

、
落

札
を

優
先

す
る

工
事

の
落

札
者

と
な

っ
た

時
点

で
、

他
工

事
の

入
札

を
無

効
と

す



令
和
五
年
九
月
一
日

一
〇

大
分
県
報
（
公
告
）

る
。

　
　

　
　

　
な

お
、

落
札

制
限

の
優

先
順

位
及

び
対

象
工

事
は

次
の

と
お

り
。

　
　

　
　

　
　

優
先

順
位

１
　「

令
和

５
年

度
道

改
国

第
２

号
道

路
改

良
工

事
」（

本
案

件
）

　
　

　
　

　
　

優
先

順
位

２
　「

令
和

５
年

度
道

改
国

第
３

－
２

号
道

路
改

良
工

事
」（

公
告

日
：

同
日

）
　

⑺
　

契
約

担
当

者
は

、
参

加
表

明
書

等
の

提
出

後
、

落
札

決
定

を
す

る
ま

で
の

間
に

落
札

予
定

者
が

次
の

ア
又

は
イ

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
た

場
合

は
、

当
該

落
札

予
定

者
の

行
っ

た
入

札
を

無
効

に
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

な
お

、
イ

の
要

件
の

う
ち

、
２

の
⑵

の
イ

の
ウ

、
２

の
⑵

の
ウ

の
ウ

及
び

２
の

⑵
の

エ
の

イ
に

定
め

る
配

置
予

定
技

術
者

に
係

る
要

件
を

満
た

さ
な

く
な

っ
た

場
合

は
、

開
札

予
定

日
時

（
低

入
札

価
格

調
査

を
行

う
場

合
は

落
札

決
定

の
前

）
ま

で
に

、
発

注
者

に
対

し
そ

の
旨

を
記

載
し

た
書

面
（

任
意

様
式

）
を

提
出

す
る

こ
と

（
開

札
後

の
書

面
提

出
は

受
け

付
け

な
い

。
）

。
な

お
、

こ
の

場
合

の
入

札
は

無
効

扱
い

と
す

る
。

　
　

　
た

だ
し

、
前

記
書

面
を

提
出

す
る

こ
と

な
く

、
落

札
（

予
定

）
者

と
な

り
、

配
置

予
定

の
技

術
者

を
配

置
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

（
病

気
、

死
亡

、
退

職
等

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

く
。

）
は

、
指

名
停

止
要

領
に

基
づ

く
指

名
停

止
を

行
う

。
　

　
ア

　
共

同
企

業
体

に
参

加
す

る
構

成
員

が
指

名
停

止
要

領
に

基
づ

く
指

名
停

止
措

置
を

受
け

た
と

き
（

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

措
置

要
件

に
該

当
す

る
に

至
っ

た
場

合
を

含
む

）。
　

　
　

イ
　

入
札

公
告

に
掲

げ
る

競
争

入
札

参
加

資
格

の
要

件
を

満
た

さ
な

く
な

っ
た

と
き

。
　

⑻
　

契
約

担
当

者
は

、
落

札
決

定
後

に
落

札
者

の
共

同
企

業
体

に
参

加
す

る
構

成
員

が
、

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

措
置

を
受

け
た

場
合

（
指

名
停

止
要

領
に

基
づ

く
指

名
措

置
要

件
に

該
当

す
る

に
至

っ
た

場
合

を
含

む
。

）
に

お
い

て
、

指
名

停
止

措
置

に
係

る
事

案
が

重
大

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
落

札
決

定
の

取
消

し
又

は
契

約
（

仮
契

約
を

含
む

。
）

の
解

除
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

　
⑼

　
契

約
担

当
者

は
、

落
札

決
定

後
、

本
契

約
締

結
ま

で
の

間
に

落
札

者
が

入
札

公
告

に
掲

げ
る

競
争

入
札

参
加

資
格

の
要

件
を

満
た

さ
な

く
な

っ
た

場
合

（
２

の
⑵

の
ア

の
エ

の
場

合
を

除
く

。
）

は
落

札
決

定
の

取
消

し
又

は
仮

契
約

の
解

除
を

行
う

。
　

⑽
　

契
約

担
当

者
は

、
本

契
約

締
結

後
に

、
契

約
者

が
入

札
公

告
に

掲
げ

る
競

争
入

札
参

加
資

格
の

要
件

を
満

た
さ

な
く

な
っ

た
場

合
（

２
の

⑵
の

ア
の

エ
の

場
合

を
除

く
。

）
は

契
約

の
解

除
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

　
⑾

　
落

札
候

補
者

、
落

札
者

、
仮

契
約

者
及

び
契

約
者

（
以

下
「

落
札

者
等

」
と

い
う

。
）

は
、

入
札

後
に

⑺
の

ア
又

は
イ

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
た

場
合

は
、

契
約

担
当

者
に

速
や

か
に

申
し

出
る

こ
と

。
ま

た
、

⑺
か

ら
⑽

ま
で

の
入

札
の

無
効

又
は

落
札

決
定

の
取

消
し

若
し

く
は

契
約

（
仮

契
約

を

含
む

。
）

の
解

除
等

に
伴

う
損

害
賠

償
に

つ
い

て
は

、
契

約
担

当
者

は
、

そ
の

責
を

一
切

負
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

　
⑿

　
資

料
に

虚
偽

の
記

載
を

し
た

場
合

に
お

い
て

は
、

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

を
行

う
こ

と
が

あ
る

。
　

⒀
　

落
札

者
等

に
は

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

も
含

ま
れ

る
。

　
⒁

　
配

置
予

定
監

理
技

術
者

の
確

認
　

　
　

落
札

決
定

後
、

Ｃ
Ｏ

Ｒ
Ｉ

Ｎ
Ｓ

等
に

よ
り

配
置

予
定

の
監

理
技

術
者

の
専

任
制

違
反

の
事

実
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
契

約
を

締
結

し
な

い
場

合
が

あ
る

。
　

⒂
　

手
続

に
お

け
る

交
渉

の
有

無
　

無
　

⒃
　

契
約

書
作

成
の

要
否

　
要

　
⒄

　
当

該
工

事
に

直
接

関
連

す
る

他
の

工
事

の
請

負
契

約
を

当
該

工
事

の
請

負
契

約
の

相
手

方
と

の
随

意
契

約
に

よ
り

締
結

す
る

予
定

の
有

無
　

無
　

⒅
　

関
連

情
報

を
入

手
す

る
た

め
の

照
会

窓
口

　
３

の
⑴

に
同

じ
。

　
⒆

　
競

争
入

札
参

加
資

格
の

認
定

を
受

け
て

い
な

い
者

の
参

加
　

２
の

⑵
の

ア
の

イ
に

掲
げ

る
競

争
入

札
参

加
資

格
者

の
資

格
を

有
し

て
い

な
い

者
も

３
の

⑷
に

よ
り

申
請

書
及

び
資

料
を

提
出

す
る

こ
と

は
で

き
る

が
、

競
争

に
参

加
す

る
た

め
に

は
、

開
札

の
時

に
お

い
て

、
当

該
競

争
入

札
参

加
資

格
者

の
資

格
を

有
し

て
い

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

⒇
　

詳
細

は
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

　
�

　
こ

の
調

達
は

、
世

界
貿

易
機

関
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

に
基

づ
く

政
府

調
達

に
関

す
る

協
定

の
適

用
を

受
け

る
。

　
５

　
Sum

m
ary

　
　

⑴
　

O
ffi

cial in charge of disbursem
ent of the procuring entity

　
　

　
　

K
iichiro Sato, Governor of O

ita Prefecture
　

　
⑵

　
Products or goods to be procured, nam

e of service and quantity
　

　
　

　
Roadw

ay im
provem

ent project
　

　
　

　
・

T
unnel N

o. 1 （
Section 2） （

N
am

e subject to change）
　

　
⑶

　
Q

ualification Screening
　

　
　

　
T

ue. Septem
ber 5, 2023 to W

ed. O
ctober 4, 2023 （

9:00 A
.M

. – 5:00 P.M
.）

　
　

⑷
　

Bidding
　

　
　

　
E-tender

　
　

　
　

Fri. N
ovem

ber 10, 2023 to M
on. N

ovem
ber 20, 2023 （

9:00 A
.M

. – 5:00 P.M
.）

　
　

　
　

Physical Subm
ission （

For H
and D

eliveries and M
ail D

eliveries）
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Fri. N
ovem

ber 10, 2023 to M
on. N

ovem
ber 20, 2023 （

9:00 A
.M

. – 4:00 P.M
.）

　
　

⑸
　

T
itle of departm

ent in charge of offi
cial announcem

ent
　

　
　

　
Road Construction D

ivision, Civil Engineering and Construction D
epartm

ent
　

　
　

　（
7F, N

ew
 A

nnex, O
ita Prefectural O

ffi
ce）

　
　

　
　

3-1-1 O
tem

achi, O
ita City 870-8501

　
　

　
　

T
el: 097-506-4724

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

を
行

う
の

で
、

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

372号
）

第
６

条
及

び
大

分
県

契
約

事
務

規
則

（
昭

和
39年

大
分

県
規

則
第

22号
）

第
38条

の
規

定
に

基
づ

き
公

告
す

る
。

　
　

令
和

５
年

９
月

１
日

大
分

県
知

事
　

　
佐

　
　

　
藤

　
　

　
樹

　
一

　
郎

　
一

　
本

案
件

は
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
行

う
電

子
入

札
対

象
案

件
で

あ
る

。
　

　
電

子
入

札
の

取
扱

い
は

、
こ

の
公

告
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

大
分

県
電

子
入

札
運

用
基

準
に

よ
る

。
二

　
本

案
件

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
22年

政
令

第
16号

）
第

167条
の

10の
２

第
３

項
に

規
定

す
　

る
総

合
評

価
一

般
競

争
入

札
に

よ
る

も
の

で
あ

る
。

　
１

　
競

争
入

札
に

付
す

る
事

項
　

　
⑴

　
工

事
名

　
　

　
　

令
和

５
年

度
道

改
国

第
３

－
２

号
道

路
改

良
工

事
　

　
⑵

　
工

事
場

所
　

　
　

　
国

道
212号

　
中

津
市

山
国

町
守

実
　

　
⑶

　
工

期
　

　
　

　
契

約
締

結
の

日
の

翌
日

か
ら

令
和

９
年

10月
29日

ま
で

　
　

⑷
　

工
事

概
要

　
　

　
ア

　
構

造
形

式
：

ト
ン

ネ
ル

工
（

N
A

T
M

）
１

式
　

　
　

イ
　

延
　

　
長

：
全

体
延

長
1,332ｍ

（
ト

ン
ネ

ル
延

長
1,332ｍ

）
　

　
　

ウ
　

幅
　

　
員

：
w

=7.0（
10.5）

ｍ
　

　
　

エ
　

標
準

内
空

断
面

積
：

約
80㎡

　
　

⑸
　

使
用

す
る

主
要

な
資

機
材

　
　

　
ア

　
コ

ン
ク

リ
ー

ト
：

約
21,000㎥

　
　

　
イ

　
鋼

材
：

約
960ｔ

　
　

　
ウ

　
ロ

ッ
ク

ボ
ル

ト
：

約
29,000本

　
　

⑹
　

予
定

価
格

　
　

　
　

6,796,405,000円
（

予
定

価
格

×
100/110=6,178,550,000円

）
　

２
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
　

本
案

件
に

つ
い

て
は

、
次

の
⑴

及
び

⑵
の

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

特
定

建
設

工
事

共
同

企
業

体
（

以
下

「
共

同
企

業
体

」
と

い
う

。
）

に
限

り
入

札
参

加
を

認
め

る
。

　
　

⑴
　

共
同

企
業

体
の

要
件

　
　

　
共

同
企

業
体

の
要

件
に

つ
い

て
は

、
大

分
県

建
設

工
事

共
同

企
業

体
の

競
争

入
札

参
加

資
格

等
に

関
す

る
取

扱
要

綱
（

昭
和

53年
大

分
県

告
示

第
398号

。
以

下
「

要
綱

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

　
　

　
ア

　
要

綱
に

定
め

る
特

定
建

設
工

事
共

同
企

業
体

協
定

書
に

よ
り

、
協

定
を

締
結

し
て

い
る

こ
と

。
　

　
　

イ
　

共
同

企
業

体
の

構
成

員
（

以
下

「
構

成
員

」
と

い
う

。
）

の
数

は
３

者
で

あ
る

こ
と

。
　

　
ウ

　
共

同
企

業
体

を
代

表
す

る
企

業
（

以
下

「
代

表
構

成
員

」
と

い
う

。
）

は
、

構
成

員
の

う
ち

最
大

の
出

資
比

率
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
　

　
　

エ
　

全
て

の
構

成
員

が
20％

以
上

の
出

資
比

率
で

あ
る

こ
と

。
　

　
オ

　
当

該
工

事
の

請
負

契
約

の
相

手
方

と
な

っ
た

共
同

企
業

体
は

、
当

該
工

事
の

請
負

契
約

の
履

行
後

３
か

月
間

存
続

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

　
　

　
　

ま
た

、
当

該
工

事
の

請
負

契
約

の
相

手
方

と
な

ら
な

か
っ

た
共

同
企

業
体

は
、

当
該

工
事

の
請

負
契

約
が

締
結

さ
れ

る
日

ま
で

存
続

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

　
　

　
カ

　
結

成
方

法
は

自
主

結
成

と
す

る
。

　
　

キ
　

構
成

員
の

組
合

せ
は

、
２

の
⑵

の
ア

及
び

イ
の

全
て

を
満

た
す

「
代

表
構

成
員

」
１

者
と

、
２

の
⑵

の
ア

及
び

ウ
の

全
て

を
満

た
す

「
そ

の
他

の
構

成
員

Ａ
」

１
者

と
、

２
の

⑵
の

ア
及

び
エ

の
全

て
を

満
た

す
「

そ
の

他
の

構
成

員
Ｂ

」
１

者
の

３
者

の
組

合
せ

と
す

る
。

　
　

　
　

な
お

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

は
、

当
該

工
事

の
他

の
共

同
企

業
体

の
構

成
員

を
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

ま
た

、「
代

表
構

成
員

」
と

し
て

の
要

件
を

満
た

す
者

同
士

の
組

合
せ

は
認

め
な

い
も

の
と

す
る

。
　

　
⑵

　
構

成
員

の
要

件
　

　
　

ア
　

全
構

成
員

　
　

　
　

　
次

の
ア

か
ら

ク
ま

で
の

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
　

　
　

　
ア

　
地

方
自

治
法

施
行

令
第

167条
の

4の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

イ
　

大
分

県
が

発
注

す
る

工
事

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
及

び
資

格
審

査
の

申
請

の
時

期
（

昭
和

39年
大

分
県

告
示

第
481号

）
に

よ
り

土
木

一
式

工
事

の
資

格
認

定
を

受
け

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。



令
和
五
年
九
月
一
日

一
二

大
分
県
報
（
公
告
）

ウ
　

対
象

工
事

に
係

る
工

事
種

別
に

つ
い

て
、

建
設

業
法

（
昭

和
24年

法
律

第
100号

）
第

３
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
る

特
定

建
設

業
の

許
可

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。
エ

　
大

分
県

が
発

注
す

る
建

設
工

事
等

の
契

約
に

係
る

指
名

競
争

入
札

参
加

者
の

資
格

を
有

す
る

者
に

対
す

る
指

名
停

止
等

措
置

要
領

（
昭

和
60年

大
分

県
告

示
第

267号
。

以
下

「
指

名
停

止
要

領
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

く
指

名
停

止
期

間
中

で
な

い
こ

と
。

オ
　

開
札

予
定

日
以

前
３

か
月

以
内

に
、

手
形

交
換

所
で

不
渡

手
形

若
し

く
は

不
渡

小
切

手
を

出
し

た
事

実
又

は
銀

行
若

し
く

は
主

要
取

引
先

か
ら

の
取

引
停

止
等

を
受

け
た

事
実

が
あ

る
者

で
な

い
こ

と
。

カ
　

破
産

法
（

平
成

16年
法

律
第

75号
）

の
規

定
に

基
づ

く
破

産
の

申
立

て
、

会
社

更
生

法
（

平
成

14年
法

律
第

154号
）

の
規

定
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
又

は
民

事
再

生
法

（
平

成
11年

法
律

第
225号

）
の

規
定

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

（
会

社
更

生
法

の
規

定
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
又

は
民

事
再

生
法

の
規

定
に

基
づ

く
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
た

者
で

あ
っ

て
、

更
生

計
画

の
認

可
が

決
定

し
、

又
は

再
生

計
画

の
認

可
の

決
定

が
確

定
し

た
者

を
除

く
。

）
。

キ
　

対
象

工
事

に
係

る
設

計
業

務
等

の
受

託
者

又
は

当
該

受
託

者
と

資
本

若
し

く
は

人
事

面
に

お
い

て
関

連
が

あ
る

者
で

な
い

こ
と

。
ク

　
本

案
件

に
つ

い
て

、
関

連
会

社
が

入
札

に
参

加
し

て
い

な
い

こ
と

（
同

一
の

共
同

企
業

体
に

構
成

員
と

し
て

参
加

す
る

場
合

を
除

く
。

）
。

　
　

　
　

　
な

お
、

関
連

会
社

と
は

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

と
す

る
。

　
　

　
　

　
ａ

　
資

本
関

係
　

　
　

　
　

　
⒜

　
親

会
社

と
子

会
社

の
関

係
親

会
社

が
子

会
社

に
対

し
、

株
（

出
資

金
）

の
過

半
数

を
所

有
（

出
資

）
し

て
い

る
場

合
に

限
る

。
　

　
　

　
　

　
⒝

　
親

会
社

を
同

じ
く

す
る

子
会

社
同

士
の

関
係

親
会

社
が

子
会

社
に

対
し

、
株

（
出

資
金

）
の

過
半

数
を

所
有

（
出

資
）

し
て

い
る

場
合

に
限

る
。

　
　

　
　

　
　

⒞
　

協
同

組
合

等
と

そ
の

構
成

員
（

組
合

員
）

等
の

関
係

協
同

組
合

等
及

び
構

成
員

（
組

合
員

）
等

の
い

ず
れ

も
が

、
県

の
競

争
入

札
参

加
資

格
を

有
し

て
い

る
場

合
に

限
る

。
　

　
　

　
　

ｂ
　

人
的

関
係

⒜
　

一
方

の
会

社
等

の
役

員
（

取
締

役
（

指
名

委
員

会
等

設
置

会
社

に
あ

っ
て

は
執

行
役

）
、

持
分

会
社

（
合

名
会

社
、

合
資

会
社

又
は

合
同

会
社

を
い

う
。

）
の

業
務

を
執

行

す
る

社
員

、
組

合
の

理
事

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
者

を
い

い
、

監
査

役
を

除
く

。
な

お
、

個
人

に
あ

っ
て

は
事

業
主

、
県

外
に

本
店

を
有

す
る

者
に

あ
っ

て
は

大
分

県
と

の
契

約
に

つ
い

て
委

任
を

受
け

た
営

業
所

が
あ

る
場

合
は

そ
の

長
（

支
店

長
又

は
営

業
所

長
等

）
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
が

、
他

方
の

会
社

等
の

役
員

を
現

に
兼

ね
て

い
る

場
合

に
限

る
。

た
だ

し
、

会
社

等
の

一
方

が
民

事
再

生
法

第
２

条
第

４
号

に
規

定
す

る
再

生
手

続
中

の
会

社
等

又
は

会
社

更
生

法
第

２
条

第
７

項
に

規
定

す
る

更
生

会
社

で
あ

る
場

合
を

除
く

。
⒝

　
一

方
の

会
社

等
の

役
員

が
、

他
方

の
会

社
等

の
民

事
再

生
法

第
64条

第
２

項
又

は
会

社
更

生
法

第
67条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
選

任
さ

れ
た

管
財

人
（

以
下

「
管

財
人

」
と

い
う

。
）

を
現

に
兼

ね
て

い
る

場
合

に
限

る
。

⒞
　

一
方

の
会

社
等

の
管

財
人

が
、

他
方

の
会

社
等

の
管

財
人

を
現

に
兼

ね
て

い
る

場
合

に
限

る
。

※
　

上
記

に
該

当
す

る
関

連
会

社
同

士
が

入
札

に
参

加
し

た
場

合
は

、
指

名
停

止
要

領
に

基
づ

く
指

名
停

止
を

す
る

こ
と

が
あ

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
関

連
会

社
の

行
っ

た
入

札
は

、
い

ず
れ

も
無

効
と

し
、

い
ず

れ
か

が
落

札
候

補
者

と
な

っ
た

場
合

は
、

次
順

位
者

を
落

札
候

補
者

と
す

る
。

　
　

　
イ

　
代

表
構

成
員

　
　

　
　

　
次

の
ア

か
ら

ウ
ま

で
の

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
ア

　
建

設
業

法
第

27条
の

29の
規

定
に

基
づ

く
総

合
評

定
値

通
知

書
の

う
ち

土
木

一
式

工
事

に
係

る
総

合
評

定
値

（
Ｐ

点
）

が
、

1,500点
以

上
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
審

査
基

準
日

が
令

和
３

年
10月

１
日

か
ら

令
和

４
年

９
月

30日
の

間
の

も
の

で
直

近
の

も
の

に
限

る
（

合
併

等
に

よ
り

大
分

県
が

競
争

入
札

参
加

資
格

の
承

継
を

認
め

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

）
。

イ
　

平
成

20年
４

月
１

日
以

降
に

N
A

T
M

（
ナ

ト
ム

）
工

法
に

よ
る

内
空

断
面

65㎡
以

上
か

つ
施

工
延

長
1,100ｍ

以
上

の
ト

ン
ネ

ル
工

事
を

履
行

し
た

経
験

を
有

す
る

こ
と

（
工

事
は

元
請

で
完

成
し

た
も

の
に

限
る

。
ま

た
、

共
同

企
業

体
の

構
成

員
と

し
て

の
実

績
は

出
資

比
率

が
20

％
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
。

　
　

　
ウ

　
次

に
掲

げ
る

要
件

を
全

て
満

た
す

監
理

技
術

者
を

当
該

工
事

に
専

任
で

配
置

で
き

る
こ

と
。

　
　

な
お

、
入

札
に

係
る

資
料

提
出

時
点

に
お

い
て

、
監

理
技

術
者

を
決

定
で

き
な

い
こ

と
に

よ
り

複
数

の
候

補
者

を
も

っ
て

配
置

予
定

技
術

者
の

確
認

資
料

を
提

出
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

が
、

い
ず

れ
の

候
補

者
に

つ
い

て
も

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ａ
　

１
級

土
木

施
工

管
理

技
士

の
資

格
を

有
す

る
者

で
あ

る
こ

と
。

ｂ
　

監
理

技
術

者
資

格
者

証
を

有
す

る
者

で
、

監
理

技
術

者
講

習
を

修
了

し
て

い
る

も
の

で
あ



令
和
五
年
九
月
一
日

一
三

大
分
県
報
（
公
告
）

る
こ

と
。

ｃ
　

現
場

代
理

人
又

は
主

任
（

監
理

）
技

術
者

と
し

て
、

イ
に

掲
げ

る
工

事
に

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

（
工

事
は

元
請

で
完

成
し

た
も

の
に

限
る

。
ま

た
、

共
同

企
業

体
の

構
成

員
と

し
て

の
実

績
は

出
資

比
率

が
20％

以
上

の
も

の
に

限
る

。
）

。
た

だ
し

、
現

場
代

理
人

に
つ

い
て

は
、

イ
に

示
し

た
工

事
に

従
事

し
た

時
に

主
任

（
監

理
）

技
術

者
の

資
格

を
有

し
て

い
た

場
合

に
限

る
。

ｄ
　

競
争

入
札

参
加

資
格

確
認

資
料

提
出

日
以

前
３

か
月

以
上

前
に

雇
用

さ
れ

た
者

で
あ

る
こ

と
。

ｅ
　

監
理

技
術

者
は

、
工

事
着

手
か

ら
工

事
完

了
ま

で
の

間
、

病
気

、
死

亡
及

び
退

職
等

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

原
則

と
し

て
変

更
を

認
め

な
い

。
　

　
　

ウ
　

そ
の

他
の

構
成

員
Ａ

　
　

　
　

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

の
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
。

な
お

、
イ

の
ア

及
び

イ
に

係
る

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

者
は

、「
そ

の
他

の
構

成
員

Ａ
」

と
な

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
ア

　
建

設
業

法
第

27条
の

29の
規

定
に

基
づ

く
総

合
評

定
値

通
知

書
の

う
ち

土
木

一
式

工
事

に
係

る
総

合
評

定
値

（
Ｐ

点
）

が
、

910点
以

上
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
審

査
基

準
日

が
令

和
３

年
10月

１
日

か
ら

令
和

４
年

９
月

30日
の

間
の

も
の

で
直

近
の

も
の

に
限

る
（

合
併

等
に

よ
り

大
分

県
が

競
争

入
札

参
加

資
格

の
承

継
を

認
め

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

）
。

イ
　

平
成

20年
４

月
１

日
以

降
に

N
A

T
M

（
ナ

ト
ム

）
工

法
に

よ
る

ト
ン

ネ
ル

工
事

を
履

行
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
（

工
事

は
元

請
で

完
成

し
た

も
の

に
限

る
。

ま
た

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

と
し

て
の

実
績

は
出

資
比

率
が

20％
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
。

ウ
　

次
に

掲
げ

る
要

件
を

全
て

満
た

す
主

任
技

術
者

を
当

該
工

事
に

専
任

で
配

置
で

き
る

こ
と

。
ａ

　
１

級
土

木
施

工
管

理
技

士
の

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。
ｂ

　
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
提

出
日

以
前

３
か

月
以

上
前

に
雇

用
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ
と

。
ｃ

　
主

任
技

術
者

は
、

工
事

着
手

か
ら

工
事

完
了

ま
で

の
間

、
病

気
、

死
亡

及
び

退
職

等
や

む
を

得
な

い
場

合
を

除
き

、
原

則
と

し
て

変
更

を
認

め
な

い
。

　
　

　
エ

　
そ

の
他

の
構

成
員

Ｂ
　

　
　

　
次

の
ア

及
び

イ
の

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
な

お
、

イ
の

ア
及

び
イ

に
係

る
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
者

は
、「

そ
の

他
の

構
成

員
Ｂ

」
と

な
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

ア
　

平
成

20年
４

月
１

日
以

降
に

道
路

改
良

工
事

を
履

行
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
（

工
事

は
元

請
で

完
成

し
た

も
の

に
限

る
。

ま
た

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

と
し

て
の

実
績

は
出

資
比

率
が

20％
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
。

イ
　

次
に

掲
げ

る
要

件
を

全
て

満
た

す
主

任
技

術
者

を
当

該
工

事
に

専
任

で
配

置
で

き
る

こ
と

。
ａ

　
１

級
土

木
施

工
管

理
技

士
の

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。
ｂ

　
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
提

出
日

以
前

３
か

月
以

上
前

に
雇

用
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ
と

。
ｃ

　
主

任
技

術
者

は
、

工
事

着
手

か
ら

工
事

完
了

ま
で

の
間

、
病

気
、

死
亡

及
び

退
職

等
や

む
を

得
な

い
場

合
を

除
き

、
原

則
と

し
て

変
更

を
認

め
な

い
。

　
３

　
入

札
手

続
等

　
　

⑴
　

担
当

課
　

　
　

　
郵

便
番

号
870-8501

　
　

　
　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

　
　

　
大

分
県

土
木

建
築

部
道

路
建

設
課

管
理

班
（

大
分

県
庁

舎
新

館
７

階
）

　
　

　
　

電
話

097-506-4724
　

　
　

　
FA

X
 097-506-1774

　
　

　
　

E-m
ail a17140@

pref.oita.lg.jp
　

　
⑵

　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

期
間

、
場

所
及

び
方

法
　

　
　

ア
　

入
札

説
明

書
　

　
　

　
令

和
５

年
９

月
４

日
（

月
）

か
ら

同
年

11月
８

日
（

水
）

ま
で

の
日

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

国
民

の
祝

日
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

23年
法

律
第

178号
）

第
３

条
に

規
定

す
る

休
日

（
以

下
こ

れ
ら

を
「

休
日

」
と

い
う

。
）

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

の
間

に
、

⑴
の

場
所

で
直

接
交

付
を

受
け

る
か

、
大

分
県

共
同

利
用

型
入

札
情

報
サ

ー
ビ

ス
シ

ス
テ

ム
（

https://
w

w
w

.t-elis.pref.oita.lg.jp/D
EN

T
Y

O
/GPPI_M

EN
U

 ）
か

ら
直

接
入

手
す

る
こ

と
。

　
　

　
イ

　
設

計
図

書
　

　
　

　
令

和
５

年
９

月
４

日
（

月
）

か
ら

同
年

11月
20日

（
月

）
ま

で
の

日
（

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

の
間

に
、

⑴
の

場
所

で
閲

覧
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

な
お

、
希

望
者

に
対

し
て

閲
覧

用
設

計
図

書
の

デ
ー

タ
を

記
録

し
た

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

を
配

布
す

る
。

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

の
配

布
を

希
望

す
る

者
は

、
上

記
の

閲
覧

期
間

内
に

、
⑴

の
場

所
へ

引
換

用
の

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

（
未

使
用

650Ｍ
Ｂ

以
上

）
を

持
参

す
る

こ
と

。
　

　
　

ウ
　

注
意

事
項

　
　

　
　

　
入

札
後

の
設

計
図

書
等

は
、

他
の

用
途

に
使

用
せ

ず
適

正
に

処
分

す
る

こ
と

。
　

　
⑶

　
建

設
工

事
共

同
企

業
体

協
定

書
の

写
し

の
提

出
期

間
、

場
所

及
び

方
法

　
　

　
ア

　
期

間
　

　
　

　
令

和
５

年
９

月
５

日
（

火
）

か
ら

同
年

10月
３

日
（

火
）

ま
で

の
日

（
休

日
を

除
く

。
）

午
前



令
和
五
年
九
月
一
日

一
四

大
分
県
報
（
公
告
）

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
　

　
イ

　
場

所
　

　
　

　
　

⑴
に

同
じ

。
　

　
　

ウ
　

方
法

　
　

　
　

⑴
の

場
所

へ
持

参
し

て
提

出
す

る
こ

と
。

電
子

入
札

へ
登

録
を

行
う

た
め

、
郵

送
及

び
電

送
に

よ
る

も
の

は
受

け
付

け
な

い
。

　
　

　
　

　
※

　
手

続
は

、
大

分
県

電
子

入
札

運
用

基
準

に
よ

る
。

　
⑷

　
競

争
入

札
参

加
資

格
の

確
認

の
た

め
の

競
争

入
札

参
加

表
明

書
兼

競
争

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
及

び
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
（

以
下

こ
れ

ら
を

総
称

し
て

「
参

加
表

明
書

等
」

と
い

う
。

）
の

提
出

期
間

、
場

所
及

び
方

法
　

　
　

ア
　

期
間

　
　

　
　

令
和

５
年

９
月

５
日

（
火

）
か

ら
同

年
10月

４
日

（
水

）
ま

で
の

日
（

休
日

を
除

く
。

）
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
　

　
　

イ
　

場
所

　
　

　
　

　
⑴

に
同

じ
。

　
　

　
ウ

　
方

法
　

　
　

　
原

則
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
媒

体
提

出
届

を
提

出
し

た
場

合
は

、
持

参
又

は
郵

送
（

郵
便

書
留

に
限

る
。

）
に

よ
る

提
出

を
認

め
る

。
　

　
　

　
　

※
　

手
続

は
、

大
分

県
電

子
入

札
運

用
基

準
に

よ
る

。
　

　
⑸

　
技

術
資

料
の

提
出

期
間

、
場

所
及

び
方

法
　

　
　

ア
　

期
間

　
　

　
　

令
和

５
年

10月
19日

（
木

）
か

ら
同

年
11月

10日
（

金
）

ま
で

の
日

（
休

日
を

除
く

。
）

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
　

　
イ

　
場

所
　

　
　

　
　

⑴
に

同
じ

。
　

　
　

ウ
　

方
法

　
　

　
　

　
⑷

の
ウ

に
同

じ
。

　
　

⑹
　

入
札

の
日

時
及

び
場

所
並

び
に

入
札

書
の

提
出

方
法

　
　

　
ア

　
日

時
　

　
　

　
ア

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
　

　
令

和
５

年
11月

10日
（

金
）

か
ら

同
月

20日
（

月
）

ま
で

の
日

（
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で

　
　

　
　

イ
　

紙
入

札
（

持
参

又
は

郵
送

の
場

合
）

　
　

令
和

５
年

11月
10日

（
金

）
か

ら
同

月
20日

（
月

）
ま

で
の

日
（

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

４
時

ま
で

　
　

　
イ

　
場

所
　

　
　

　
　

⑴
に

同
じ

。
　

　
　

ウ
　

方
法

　
　

　
　

原
則

、
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

紙
入

札
（

見
積

）
参

加
届

出
書

を
提

出
し

、
紙

入
札

の
承

認
を

受
け

た
場

合
は

、
持

参
又

は
郵

送
（

郵
便

書
留

に
限

る
。

）
に

よ
る

提
出

を
認

め
る

。
ま

た
、

入
札

回
数

は
原

則
と

し
て

１
回

と
す

る
。

　
　

　
　

　
※

　
手

続
は

、
大

分
県

電
子

入
札

運
用

基
準

に
よ

る
。

　
　

⑺
　

開
札

の
日

時
及

び
場

所
並

び
に

立
会

　
　

　
ア

　
日

時
　

　
　

　
　

令
和

５
年

12月
13日

（
水

）　
午

前
11時

30分
　

　
　

イ
　

場
所

　
　

　
　

　
郵

便
番

号
870-8501

　
　

　
　

　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
　

　
大

分
県

庁
舎

新
館

６
階

入
札

室
　

　
　

ウ
　

立
会

　
　

　
　

　
開

札
の

立
会

は
、

大
分

県
電

子
入

札
立

会
要

領
に

よ
る

。
　

４
　

そ
の

他
　

⑴
　

当
該

工
事

請
負

契
約

の
締

結
は

、
地

方
自

治
法

（
昭

和
22年

法
律

第
67号

）
第

96条
に

規
定

す
る

県
議

会
の

議
決

事
項

で
あ

り
、

当
該

入
札

の
落

札
決

定
後

、
落

札
者

と
の

間
に

仮
契

約
を

締
結

し
、

議
会

議
決

後
本

契
約

と
な

る
も

の
で

あ
る

。
　

⑵
　

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

、
通

貨
及

び
時

刻
は

、
日

本
語

、
日

本
国

通
貨

及
び

日
本

標
準

時
に

限
る

。
　

　
⑶

　
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金
　

　
　

ア
　

入
札

保
証

金
　

免
除

　
　

イ
　

契
約

保
証

金
　

納
付

。
た

だ
し

、
利

付
国

債
の

提
供

又
は

金
融

機
関

若
し

く
は

保
証

事
業

会
社

の
保

証
を

も
っ

て
契

約
保

証
金

の
納

付
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

ま
た

、
公

共
工

事
履

行
保

証
証

券
に

よ
る

保
証

を
付

し
、

又
は

履
行

保
証

保
険

契
約

の
締

結
を

行
っ

た
場

合
は

、
契

約
保

証
金

を
免

除
す

る
。

　
　

⑷
　

入
札

の
無

効
等
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ア
　

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
、

参
加

表
明

書
等

及
び

技
術

資
料

に
虚

偽
の

記
載

を
し

た
者

の
し

た
入

札
並

び
に

入
札

開
始

前
の

注
意

事
項

及
び

入
札

に
関

す
る

条
件

に
違

反
し

た
入

札
は

無
効

と
し

、
無

効
の

入
札

を
行

っ
た

者
を

落
札

者
と

し
て

い
た

場
合

に
は

落
札

決
定

を
取

り
消

す
。

　
　

　
イ

　
談

合
情

報
の

取
扱

い
　

　
　

　
ア

　
総

合
評

価
に

お
け

る
談

合
の

認
定

基
準

　
　

談
合

情
報

の
落

札
予

定
者

の
入

札
価

格
が

最
低

価
格

入
札

者
の

入
札

価
格

（
調

査
基

準
価

格
未

満
を

除
く

。
）

と
一

致
し

て
い

る
場

合
は

、
事

情
聴

取
等

の
調

査
を

実
施

す
る

。
た

だ
し

、
最

終
的

な
入

札
結

果
の

落
札

者
と

談
合

情
報

の
落

札
予

定
者

が
一

致
し

な
い

場
合

は
談

合
と

は
認

定
し

な
い

。
　

　
　

　
イ

　
談

合
が

あ
っ

た
と

認
定

し
た

場
合

の
対

応
　

　
公

正
入

札
調

査
委

員
会

が
談

合
が

あ
っ

た
と

認
定

し
た

場
合

は
、

大
分

県
契

約
事

務
規

則
第

27条
第

２
号

を
適

用
し

、
当

該
入

札
を

無
効

と
し

、
当

該
入

札
参

加
者

を
排

除
す

る
旨

の
要

件
を

加
え

た
上

で
再

度
、

入
札

公
告

を
行

う
。

　
　

⑸
　

低
入

札
価

格
調

査
基

準
価

格
の

有
無

　
有

（
失

格
基

準
有

り
）

　
　

　
低

入
札

価
格

調
査

を
受

け
た

者
と

の
契

約
に

つ
い

て
は

、
契

約
の

保
証

の
額

を
請

負
代

金
の

10分
の

３
以

上
と

す
る

。
ま

た
、

前
金

払
に

お
い

て
は

請
負

代
金

の
10分

の
２

以
内

と
す

る
。

　
　

⑹
　

落
札

者
の

決
定

方
法

　
　

　
ア

　
開

札
後

は
、

落
札

者
の

決
定

を
保

留
す

る
。

　
　

イ
　

１
の

⑹
に

記
載

す
る

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

の
う

ち
、

評
価

値
の

最
も

高
い

者
を

落
札

者
と

す
る

。
　

　
　

　
た

だ
し

、
落

札
者

と
な

る
べ

き
者

の
入

札
価

格
に

よ
っ

て
は

、
そ

の
者

に
よ

り
当

該
契

約
の

内
容

に
適

合
し

た
履

行
が

さ
れ

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

、
又

は
そ

の
者

と
契

約
を

締
結

す
る

こ
と

が
公

正
な

取
引

の
秩

序
を

乱
す

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

っ
て

著
し

く
不

適
当

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

の
価

格
を

も
っ

て
入

札
し

た
他

の
者

の
う

ち
評

価
値

の
最

も
高

い
者

を
落

札
者

と
す

る
こ

と
が

あ
る

。
　

　
ウ

　
評

価
値

の
最

も
高

い
者

が
２

人
以

上
あ

る
と

き
に

は
、

く
じ

に
よ

り
落

札
者

を
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
エ

　
落

札
者

の
決

定
は

、
原

則
と

し
て

開
札

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

５
日

（
休

日
を

含
ま

な
い

。
）

以
内

に
行

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
低

入
札

価
格

調
査

を
実

施
す

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
　

　
オ

　
イ

に
よ

り
落

札
者

を
決

定
し

た
場

合
は

、
直

ち
に

、
入

札
参

加
者

に
対

し
通

知
を

行
う

と
と

も
に

、
当

該
入

札
結

果
を

公
表

す
る

。
　

　
カ

　
落

札
者

と
な

ら
な

か
っ

た
者

は
、

落
札

者
の

公
表

を
行

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

５
日

以
内

（
休

日
を

含
ま

な
い

。
）

に
契

約
担

当
者

に
対

し
て

、
落

札
者

と
な

ら
な

か
っ

た
理

由
の

説
明

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
　

　
キ

　
本

案
件

は
落

札
制

限
の

対
象

工
事

で
あ

り
、

優
先

順
位

の
順

に
落

札
者

を
決

定
す

る
（

落
札

者
は

、
共

同
企

業
体

で
参

加
し

た
場

合
の

構
成

員
を

含
む

。
）

。
　

　
　

　
ま

た
、

落
札

を
優

先
す

る
工

事
の

落
札

者
と

な
っ

た
時

点
で

、
他

工
事

の
入

札
を

無
効

と
す

る
。

　
　

　
　

な
お

、
落

札
制

限
の

優
先

順
位

及
び

対
象

工
事

は
次

の
と

お
り

。
　

　
　

　
　

　
優

先
順

位
１

　「
令

和
５

年
度

道
改

国
第

２
号

道
路

改
良

工
事

」（
公

告
日

：
同

日
）

　
　

　
　

　
　

優
先

順
位

２
　「

令
和

５
年

度
道

改
国

第
３

－
２

号
道

路
改

良
工

事
」（

本
案

件
）

　
⑺

　
契

約
担

当
者

は
、

参
加

表
明

書
等

の
提

出
後

、
落

札
決

定
を

す
る

ま
で

の
間

に
落

札
予

定
者

が
次

の
ア

又
は

イ
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

た
場

合
は

、
当

該
落

札
予

定
者

の
行

っ
た

入
札

を
無

効
に

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
な

お
、

イ
の

要
件

の
う

ち
、

２
の

⑵
の

イ
の

ウ
、

２
の

⑵
の

ウ
の

ウ
及

び
２

の
⑵

の
エ

の
イ

に
定

め
る

配
置

予
定

技
術

者
に

係
る

要
件

を
満

た
さ

な
く

な
っ

た
場

合
は

、
開

札
予

定
日

時
（

低
入

札
価

格
調

査
を

行
う

場
合

は
落

札
決

定
の

前
）

ま
で

に
、

発
注

者
に

対
し

そ
の

旨
を

記
載

し
た

書
面

（
任

意
様

式
）

を
提

出
す

る
こ

と
（

開
札

後
の

書
面

提
出

は
受

け
付

け
な

い
。

）
。

な
お

、
こ

の
場

合
の

入
札

は
無

効
扱

い
と

す
る

。
　

　
　

た
だ

し
、

前
記

書
面

を
提

出
す

る
こ

と
な

く
、

落
札

（
予

定
）

者
と

な
り

、
配

置
予

定
の

技
術

者
を

配
置

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
（

病
気

、
死

亡
、

退
職

等
や

む
を

得
な

い
場

合
を

除
く

。
）

は
、

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

を
行

う
。

　
　

ア
　

共
同

企
業

体
に

参
加

す
る

構
成

員
が

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

措
置

を
受

け
た

と
き

（
指

名
停

止
要

領
に

基
づ

く
指

名
停

止
措

置
要

件
に

該
当

す
る

に
至

っ
た

場
合

を
含

む
）。

　
　

イ
　

入
札

公
告

に
掲

げ
る

競
争

入
札

参
加

資
格

の
要

件
を

満
た

さ
な

く
な

っ
た

と
き

。
　

⑻
　

契
約

担
当

者
は

、
落

札
決

定
後

に
落

札
者

の
共

同
企

業
体

に
参

加
す

る
構

成
員

が
、

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

措
置

を
受

け
た

場
合

（
指

名
停

止
要

領
に

基
づ

く
指

名
措

置
要

件
に

該
当

す
る

に
至

っ
た

場
合

を
含

む
。

）
に

お
い

て
、

指
名

停
止

措
置

に
係

る
事

案
が

重
大

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
落

札
決

定
の

取
消

し
又

は
契

約
（

仮
契

約
を

含
む

。
）

の
解

除
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

　
⑼

　
契

約
担

当
者

は
、

落
札

決
定

後
、

本
契

約
締

結
ま

で
の

間
に

落
札

者
が

入
札

公
告

に
掲

げ
る

競
争

入
札

参
加

資
格

の
要

件
を

満
た

さ
な

く
な

っ
た

場
合

（
２

の
⑵

の
ア

の
エ

の
場

合
を

除
く

。
）

は
落
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札
決

定
の

取
消

し
又

は
仮

契
約

の
解

除
を

行
う

。
　

⑽
　

契
約

担
当

者
は

、
本

契
約

締
結

後
に

、
契

約
者

が
入

札
公

告
に

掲
げ

る
競

争
入

札
参

加
資

格
の

要
件

を
満

た
さ

な
く

な
っ

た
場

合
（

２
の

⑵
の

ア
の

エ
の

場
合

を
除

く
。

）
は

契
約

の
解

除
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

　
⑾

　
落

札
候

補
者

、
落

札
者

、
仮

契
約

者
及

び
契

約
者

（
以

下
「

落
札

者
等

」
と

い
う

。
）

は
、

入
札

後
に

⑺
の

ア
又

は
イ

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
た

場
合

は
、

契
約

担
当

者
に

速
や

か
に

申
し

出
る

こ
と

。
ま

た
、

⑺
か

ら
⑽

ま
で

の
入

札
の

無
効

又
は

落
札

決
定

の
取

消
し

若
し

く
は

契
約

（
仮

契
約

を
含

む
。

）
の

解
除

等
に

伴
う

損
害

賠
償

に
つ

い
て

は
、

契
約

担
当

者
は

、
そ

の
責

を
一

切
負

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
　

⑿
　

資
料

に
虚

偽
の

記
載

を
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
指

名
停

止
要

領
に

基
づ

く
指

名
停

止
を

行
う

こ
と

が
あ

る
。

　
⒀

　
落

札
者

等
に

は
、

共
同

企
業

体
の

構
成

員
も

含
ま

れ
る

。
　

⒁
　

配
置

予
定

監
理

技
術

者
の

確
認

　
　

　
落

札
決

定
後

、
Ｃ

Ｏ
Ｒ

Ｉ
Ｎ

Ｓ
等

に
よ

り
配

置
予

定
の

監
理

技
術

者
の

専
任

制
違

反
の

事
実

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、

契
約

を
締

結
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⒂

　
手

続
に

お
け

る
交

渉
の

有
無

　
無

　
⒃

　
契

約
書

作
成

の
要

否
　

要
　

⒄
　

当
該

工
事

に
直

接
関

連
す

る
他

の
工

事
の

請
負

契
約

を
当

該
工

事
の

請
負

契
約

の
相

手
方

と
の

随
意

契
約

に
よ

り
締

結
す

る
予

定
の

有
無

　
無

　
⒅

　
関

連
情

報
を

入
手

す
る

た
め

の
照

会
窓

口
　

３
の

⑴
に

同
じ

。
　

⒆
　

競
争

入
札

参
加

資
格

の
認

定
を

受
け

て
い

な
い

者
の

参
加

　
２

の
⑵

の
ア

の
イ

に
掲

げ
る

競
争

入
札

参
加

資
格

者
の

資
格

を
有

し
て

い
な

い
者

も
３

の
⑷

に
よ

り
申

請
書

及
び

資
料

を
提

出
す

る
こ

と
は

で
き

る
が

、
競

争
に

参
加

す
る

た
め

に
は

、
開

札
の

時
に

お
い

て
、

当
該

競
争

入
札

参
加

資
格

者
の

資
格

を
有

し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
⒇

　
詳

細
は

入
札

説
明

書
に

よ
る

。
　

�
　

こ
の

調
達

は
、

世
界

貿
易

機
関

（
Ｗ

Ｔ
Ｏ

）
に

基
づ

く
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

。
　

５
　

Sum
m

ary
　

　
⑴

　
O

ffi
cial in charge of disbursem

ent of the procuring entity
　

　
　

　
K

iichiro Sato, Governor of O
ita Prefecture

　
　

⑵
　

Products or goods to be procured, nam
e of service and quantity

　
　

　
　

Roadw
ay im

provem
ent project

　
　

　
　

・
T

unnel N
o. 1 （

Section 1） （
N

am
e subject to change）

　
　

⑶
　

Q
ualification Screening

　
　

　
　

T
ue. Septem

ber 5, 2023 to W
ed. O

ctober 4, 2023 （
9:00 A

.M
. – 5:00 P.M

.）
　

　
⑷

　
Bidding

　
　

　
　

E-tender
　

　
　

　
Fri. N

ovem
ber 10, 2023 to M

on. N
ovem

ber 20, 2023 （
9:00 A

.M
. – 5:00 P.M

.）
　

　
　

　
Physical Subm

ission （
For H

and D
eliveries and M

ail D
eliveries）

　
　

　
　

Fri. N
ovem

ber 10, 2023 to M
on. N

ovem
ber 20, 2023 （

9:00 A
.M

. – 4:00 P.M
.）

　
　

⑸
　

T
itle of departm

ent in charge of offi
cial announcem

ent
　

　
　

　
Road Construction D

ivision, Civil Engineering and Construction D
epartm

ent
　

　
　

　（
7F, N

ew
 A

nnex, O
ita Prefectural O

ffi
ce）

　
　

　
　

3-1-1 O
tem

achi, O
ita City 870-8501

　
　

　
　

T
el: 097-506-4724

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

を
行

う
の

で
、

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

372号
）

第
６

条
及

び
大

分
県

契
約

事
務

規
則

（
昭

和
39年

大
分

県
規

則
第

22号
）

第
38条

の
規

定
に

基
づ

き
公

告
す

る
。

　
　

令
和

５
年

９
月

１
日

大
分

県
企

業
局

長
　

　
渡

　
　

　
辺

　
　

　
文

　
　

　
雄

　
一

　
本

案
件

は
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
行

う
電

子
入

札
対

象
案

件
で

あ
る

。
　

　
電

子
入

札
の

取
扱

い
は

、
こ

の
公

告
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

大
分

県
電

子
入

札
運

用
基

準
に

よ
る

。
二

　
本

案
件

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
22年

政
令

第
16号

）
第

167条
の

10の
２

第
３

項
に

規
定

す
　

る
総

合
評

価
一

般
競

争
入

札
に

よ
る

も
の

で
あ

る
。

　
１

　
競

争
入

札
に

付
す

る
事

項
　

　
⑴

　
工

事
名

　
　

　
　

令
和

５
年

度
電

建
工

第
２

－
２

号
Ｒ

Ｎ
水

圧
鉄

管
路

他
更

新
工

事
　

　
⑵

　
工

事
場

所
　

　
　

　
芹

川
第

一
発

電
所

　
由

布
市

庄
内

町
五

ヶ
瀬

　
　

⑶
　

工
期

　
　

　
　

契
約

締
結

の
日

の
翌

日
か

ら
令

和
10年

３
月

24日
ま

で
　

　
⑷

　
工

事
概

要
　

　
　

ア
　

取
水

口
ス

ク
リ

ー
ン

更
新

　
一

式



令
和
五
年
九
月
一
日

一
七

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

　
イ

　
導

水
路

改
修

　
　

　
　

　
　

L=1614.0ｍ
　

　
　

ウ
　

調
圧

水
槽

改
修

　
　

　
　

　
一

式
　

　
　

エ
　

水
圧

管
路

更
新

　
　

　
　

　
L=229.7ｍ

　
　

　
オ

　
発

電
所

基
礎

更
新

　
　

　
　

一
式

　
　

　
カ

　
発

電
所

建
屋

改
修

　
　

　
　

一
式

　
　

　
キ

　
放

水
路

改
修

　
　

　
　

　
　

L=9.3ｍ
　

　
⑸

　
使

用
す

る
主

要
な

資
機

材
　

　
　

ア
　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

（
水

圧
管

路
）：

約
742㎥

　
　

　
イ

　
水

圧
鉄

管
（

水
圧

管
路

）：
約

184ｔ
　

　
　

ウ
　

レ
ジ

ン
コ

ン
ク

リ
ー

ト
パ

ネ
ル

（
導

水
路

）：
約

12,767㎡
　

　
⑹

　
予

定
価

額
　

　
　

　
4,705,692,200円

（
予

定
価

格
×

100/110＝
4,277,902,000円

）
　

２
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
　

本
案

件
に

つ
い

て
は

、
次

の
⑴

及
び

⑵
の

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

特
定

建
設

工
事

共
同

企
業

体
（

以
下

「
共

同
企

業
体

」
と

い
う

。
）

に
限

り
入

札
参

加
を

認
め

る
。

　
　

⑴
　

共
同

企
業

体
の

要
件

　
　

　
共

同
企

業
体

の
要

件
に

つ
い

て
は

、
大

分
県

建
設

工
事

共
同

企
業

体
の

競
争

入
札

参
加

資
格

等
に

関
す

る
取

扱
要

綱
（

昭
和

53年
大

分
県

告
示

第
398号

。
以

下
「

要
綱

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

　
　

　
ア

　
要

綱
に

定
め

る
特

定
建

設
工

事
共

同
企

業
体

協
定

書
に

よ
り

、
協

定
を

締
結

し
て

い
る

こ
と

。
　

　
　

イ
　

共
同

企
業

体
の

構
成

員
（

以
下

「
構

成
員

」
と

い
う

。
）

の
数

は
２

者
で

あ
る

こ
と

。
　

　
ウ

　
共

同
企

業
体

を
代

表
す

る
企

業
（

以
下

「
代

表
構

成
員

」
と

い
う

。
）

は
、

構
成

員
の

う
ち

最
大

の
出

資
比

率
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
　

　
　

エ
　

全
て

の
構

成
員

が
30％

以
上

の
出

資
比

率
で

あ
る

こ
と

。
　

　
オ

　
当

該
工

事
の

請
負

契
約

の
相

手
方

と
な

っ
た

共
同

企
業

体
は

、
当

該
工

事
の

請
負

契
約

の
履

行
後

３
か

月
間

存
続

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

　
　

　
　

ま
た

、
当

該
工

事
の

請
負

契
約

の
相

手
方

と
な

ら
な

か
っ

た
共

同
企

業
体

は
、

当
該

工
事

の
請

負
契

約
が

締
結

さ
れ

る
日

ま
で

存
続

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

　
　

　
カ

　
結

成
方

法
は

自
主

結
成

と
す

る
。

　
　

キ
　

構
成

員
の

組
合

せ
は

、
２

の
⑵

の
ア

及
び

イ
の

全
て

を
満

た
す

「
代

表
構

成
員

」
１

者
と

、
２

の
⑵

の
ア

及
び

ウ
の

全
て

を
満

た
す

「
そ

の
他

の
構

成
員

」
１

者
の

２
者

の
組

合
せ

と
す

る
。

　
　

　
　

な
お

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

は
、

当
該

工
事

の
他

の
共

同
企

業
体

の
構

成
員

を
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

ま
た

、「
代

表
構

成
員

」
と

し
て

の
要

件
を

満
た

す
者

同
士

の
組

合
せ

は
認

め
な

い
も

の
と

す
る

。
　

　
⑵

　
構

成
員

の
要

件
　

　
　

ア
　

全
構

成
員

　
　

　
　

　
次

の
ア

か
ら

ク
ま

で
の

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
ア

　
地

方
自

治
法

施
行

令
第

167条
の

４
の

規
定

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
イ

　
大

分
県

が
発

注
す

る
工

事
契

約
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

及
び

資
格

審
査

の
申

請
の

時
期

（
昭

和
39年

大
分

県
告

示
第

481号
）

に
よ

り
土

木
一

式
工

事
の

資
格

認
定

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。
ウ

　
対

象
工

事
に

係
る

工
事

種
別

に
つ

い
て

、
建

設
業

法
（

昭
和

24年
法

律
第

100号
）

第
３

条
第

１
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

る
特

定
建

設
業

の
許

可
を

受
け

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

エ
　

大
分

県
が

発
注

す
る

建
設

工
事

等
の

契
約

に
係

る
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
を

有
す

る
者

に
対

す
る

指
名

停
止

等
措

置
要

領
（

昭
和

60年
大

分
県

告
示

第
267号

。
以

下
「

指
名

停
止

要
領

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
く

指
名

停
止

期
間

中
で

な
い

こ
と

。
オ

　
開

札
予

定
日

以
前

３
か

月
以

内
に

、
手

形
交

換
所

で
不

渡
手

形
若

し
く

は
不

渡
小

切
手

を
出

し
た

事
実

又
は

銀
行

若
し

く
は

主
要

取
引

先
か

ら
の

取
引

停
止

等
を

受
け

た
事

実
が

あ
る

者
で

な
い

こ
と

。
カ

　
破

産
法

（
平

成
16年

法
律

第
75号

）
の

規
定

に
基

づ
く

破
産

の
申

立
て

、
会

社
更

生
法

（
平

成
14年

法
律

第
154号

）
の

規
定

に
基

づ
く

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

又
は

民
事

再
生

法
（

平
成

11年
法

律
第

225号
）

の
規

定
に

基
づ

く
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
（

会
社

更
生

法
の

規
定

に
基

づ
く

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

又
は

民
事

再
生

法
の

規
定

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

た
者

で
あ

っ
て

、
更

生
計

画
の

認
可

が
決

定
し

、
又

は
再

生
計

画
の

認
可

の
決

定
が

確
定

し
た

者
を

除
く

。
）

。
キ

　
対

象
工

事
に

係
る

設
計

業
務

等
の

受
託

者
又

は
当

該
受

託
者

と
資

本
若

し
く

は
人

事
面

に
お

い
て

関
連

が
あ

る
者

で
な

い
こ

と
。

ク
　

本
案

件
に

つ
い

て
、

関
連

会
社

が
入

札
に

参
加

し
て

い
な

い
こ

と
（

同
一

の
共

同
企

業
体

に
構

成
員

と
し

て
参

加
す

る
場

合
を

除
く

。
）

。
　

　
な

お
、

関
連

会
社

と
は

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

と
す

る
。

　
　

　
　

　
ａ

　
資

本
関

係
　

　
　

　
　

　
⒜

　
親

会
社

と
子

会
社

の
関

係
親

会
社

が
子

会
社

に
対

し
、

株
（

出
資

金
）

の
過

半
数

を
所

有
（

出
資

）
し

て
い

る
場

合
に

限
る

。



令
和
五
年
九
月
一
日

一
八

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

　
　

　
　

⒝
　

親
会

社
を

同
じ

く
す

る
子

会
社

同
士

の
関

係
親

会
社

が
子

会
社

に
対

し
、

株
（

出
資

金
）

の
過

半
数

を
所

有
（

出
資

）
し

て
い

る
場

合
に

限
る

。
　

　
　

　
　

　
⒞

　
協

同
組

合
等

と
そ

の
構

成
員

（
組

合
員

）
等

の
関

係
協

同
組

合
等

及
び

構
成

員
（

組
合

員
）

等
の

い
ず

れ
も

が
、

県
の

競
争

入
札

参
加

資
格

を
有

し
て

い
る

場
合

に
限

る
。

　
　

　
　

　
ｂ

　
人

的
関

係
⒜

　
一

方
の

会
社

等
の

役
員

（
取

締
役

（
指

名
委

員
会

等
設

置
会

社
に

あ
っ

て
は

執
行

役
）、

持
分

会
社

（
合

名
会

社
、

合
資

会
社

又
は

合
同

会
社

を
い

う
。

）
の

業
務

を
執

行
す

る
社

員
、

組
合

の
理

事
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
を

い
い

、
監

査
役

を
除

く
。

な
お

、
個

人
に

あ
っ

て
は

事
業

主
、

県
外

に
本

店
を

有
す

る
者

に
あ

っ
て

は
大

分
県

と
の

契
約

に
つ

い
て

委
任

を
受

け
た

営
業

所
が

あ
る

場
合

は
そ

の
長

（
支

店
長

又
は

営
業

所
長

等
）

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

が
、

他
方

の
会

社
等

の
役

員
を

現
に

兼
ね

て
い

る
場

合
に

限
る

。
た

だ
し

、
会

社
等

の
一

方
が

民
事

再
生

法
第

２
条

第
４

号
に

規
定

す
る

再
生

手
続

中
の

会
社

等
又

は
会

社
更

生
法

第
２

条
第

７
項

に
規

定
す

る
更

生
会

社
で

あ
る

場
合

を
除

く
。

⒝
　

一
方

の
会

社
等

の
役

員
が

、
他

方
の

会
社

等
の

民
事

再
生

法
第

64条
第

２
項

又
は

会
社

更
生

法
第

67条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

選
任

さ
れ

た
管

財
人

（
以

下
「

管
財

人
」

と
い

う
。

）
を

現
に

兼
ね

て
い

る
場

合
に

限
る

。
⒞

　
一

方
の

会
社

等
の

管
財

人
が

、
他

方
の

会
社

等
の

管
財

人
を

現
に

兼
ね

て
い

る
場

合
に

限
る

。
※

　
上

記
に

該
当

す
る

関
連

会
社

同
士

が
入

札
に

参
加

し
た

場
合

は
、

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

を
す

る
こ

と
が

あ
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

関
連

会
社

の
行

っ
た

入
札

は
、

い
ず

れ
も

無
効

と
し

、
い

ず
れ

か
が

落
札

候
補

者
と

な
っ

た
場

合
は

、
次

順
位

者
を

落
札

候
補

者
と

す
る

。
　

　
　

イ
　

代
表

構
成

員
　

　
　

　
　

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

の
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
。

ア
　

建
設

業
法

第
27条

の
29の

規
定

に
基

づ
く

総
合

評
定

値
通

知
書

の
う

ち
土

木
一

式
工

事
に

係
る

総
合

評
定

値
（

Ｐ
点

）
が

、
1,500点

以
上

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

審
査

基
準

日
が

令
和

４
年

10月
１

日
か

ら
令

和
５

年
９

月
30日

の
間

の
も

の
で

直
近

の
も

の
に

限
る

（
合

併
等

に
よ

り
大

分
県

が
競

争
入

札
参

加
資

格
の

承
継

を
認

め
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
）

。
イ

　
平

成
20年

４
月

１
日

以
降

に
水

力
発

電
所

の
新

設
工

事
又

は
水

力
発

電
所

大
規

模
改

修
工

事
（

建
屋

、
導

水
路

改
修

、
導

水
路

補
修

、
鉄

管
更

新
等

の
い

ず
れ

か
）

を
履

行
し

た
実

績
を

有

す
る

こ
と

（
工

事
は

元
請

で
完

成
し

た
も

の
に

限
る

。
ま

た
、

共
同

企
業

体
の

構
成

員
と

し
て

の
実

績
は

出
資

比
率

が
20％

以
上

の
も

の
に

限
る

。
）

。
ウ

　
次

に
掲

げ
る

要
件

を
全

て
満

た
す

監
理

技
術

者
を

当
該

工
事

に
専

任
で

配
置

で
き

る
こ

と
。

　
　

な
お

、
入

札
に

係
る

資
料

提
出

時
点

に
お

い
て

、
監

理
技

術
者

を
決

定
で

き
な

い
こ

と
に

よ
り

複
数

の
候

補
者

を
も

っ
て

配
置

予
定

技
術

者
の

確
認

資
料

を
提

出
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

が
、

い
ず

れ
の

候
補

者
に

つ
い

て
も

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　

　
　

　
ａ

　
１

級
土

木
施

工
管

理
技

士
の

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。
ｂ

　
監

理
技

術
者

資
格

者
証

を
有

す
る

者
で

、
監

理
技

術
者

講
習

を
修

了
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

ｃ
　

競
争

入
札

参
加

資
格

確
認

資
料

提
出

日
以

前
３

か
月

以
上

前
に

雇
用

さ
れ

た
者

で
あ

る
こ

と
。

ｄ
　

監
理

技
術

者
は

、
工

事
着

手
か

ら
工

事
完

了
ま

で
の

間
、

病
気

、
死

亡
及

び
退

職
等

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

原
則

と
し

て
変

更
を

認
め

な
い

。
　

　
　

ウ
　

そ
の

他
の

構
成

員
　

　
　

　
次

の
ア

及
び

イ
の

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
な

お
、

イ
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

の
全

て
の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
者

は
、「

そ
の

他
の

構
成

員
」

と
な

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
ア

　
建

設
業

法
第

27条
の

29の
規

定
に

基
づ

く
総

合
評

定
値

通
知

書
の

う
ち

土
木

一
式

工
事

に
係

る
総

合
評

定
値

（
Ｐ

点
）

が
、

950点
以

上
で

あ
る

こ
と

（
建

設
業

法
に

基
づ

く
主

た
る

営
業

所
（

本
店

）
が

大
分

土
木

事
務

所
管

内
に

あ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

総
合

評
定

値
（

Ｐ
点

）
が

、
774点

以
上

で
あ

る
こ

と
。

ま
た

、
竹

田
土

木
事

務
所

管
内

に
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
総

合
評

定
値

（
Ｐ

点
）

が
819点

以
上

で
あ

る
こ

と
。

）
。

た
だ

し
、

審
査

基
準

日
が

令
和

４
年

10
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

９
月

30日
の

間
の

も
の

で
直

近
の

も
の

に
限

る
（

合
併

等
に

よ
り

大
分

県
が

競
争

入
札

参
加

資
格

の
承

継
を

認
め

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

）
。

イ
　

次
に

掲
げ

る
要

件
を

全
て

満
た

す
主

任
技

術
者

を
当

該
工

事
に

専
任

で
配

置
で

き
る

こ
と

。
ａ

　
１

級
土

木
施

工
管

理
技

士
の

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。
ｂ

　
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
提

出
日

以
前

３
か

月
以

上
前

に
雇

用
さ

れ
た

者
で

あ
る

こ
と

。
ｃ

　
主

任
技

術
者

は
、

工
事

着
手

か
ら

工
事

完
了

ま
で

の
間

、
病

気
、

死
亡

及
び

退
職

等
や

む
を

得
な

い
場

合
を

除
き

、
原

則
と

し
て

変
更

を
認

め
な

い
。

　
３

　
入

札
手

続
等

　
　

⑴
　

担
当

課



令
和
五
年
九
月
一
日

一
九

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

　
　

郵
便

番
号

　
870－

8501
　

　
　

　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
　

大
分

県
企

業
局

総
務

課
契

約
管

財
班

（
大

分
県

庁
舎

新
館

４
階

）
　

　
　

　
電

話
　

097－
534－

1341
　

　
　

　
FA

X
　

097－
532－

5523
　

　
　

　
E-m

ail　
a70300@

pref.oita.lg.jp
　

　
⑵

　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

期
間

、
場

所
及

び
方

法
　

　
　

ア
　

入
札

説
明

書
　

　
　

　
令

和
５

年
９

月
４

日
（

月
）

か
ら

同
年

11月
８

日
（

水
）

ま
で

の
日

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

国
民

の
祝

日
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

23年
法

律
第

178号
）

第
３

条
に

規
定

す
る

休
日

（
以

下
こ

れ
ら

を
「

休
日

」
と

い
う

。
）

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

の
間

に
、

⑴
の

場
所

で
直

接
交

付
を

受
け

る
か

、
大

分
県

共
同

利
用

型
入

札
情

報
サ

ー
ビ

ス
シ

ス
テ

ム
（

https://
w

w
w

.t-elis.pref.oita.lg.jp/D
EN

T
Y

O
/GPPI_M

EN
U

 ）
か

ら
直

接
入

手
す

る
こ

と
。

　
　

　
イ

　
設

計
図

書
　

　
　

　
令

和
５

年
９

月
４

日
（

月
）

か
ら

同
年

11月
20日

（
月

）
ま

で
の

日
（

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

の
間

に
、

⑴
の

場
所

で
閲

覧
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

な
お

、
希

望
者

に
対

し
て

閲
覧

用
設

計
図

書
の

デ
ー

タ
を

記
録

し
た

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

を
配

布
す

る
。

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

の
配

布
を

希
望

す
る

者
は

、
上

記
の

閲
覧

期
間

内
に

、
⑴

の
場

所
へ

引
換

用
の

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

（
未

使
用

650Ｍ
Ｂ

以
上

）
を

持
参

す
る

こ
と

。
　

　
　

ウ
　

注
意

事
項

　
　

　
　

　
入

札
後

の
設

計
図

書
等

は
、

他
の

用
途

に
使

用
せ

ず
適

正
に

処
分

す
る

こ
と

。
　

⑶
　

競
争

入
札

参
加

資
格

の
確

認
の

た
め

の
入

札
参

加
表

明
書

兼
競

争
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

及
び

競
争

入
札

参
加

資
格

確
認

資
料

（
以

下
こ

れ
ら

を
総

称
し

て
「

参
加

表
明

書
等

」
と

い
う

。
）

の
提

出
期

間
、

場
所

及
び

方
法

　
　

　
ア

　
提

出
期

間
　

　
　

　
令

和
５

年
９

月
５

日
（

火
）

か
ら

同
年

10月
４

日
（

水
）

ま
で

の
日

（
休

日
を

除
く

。
）

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
　

　
イ

　
提

出
場

所
　

　
　

　
　

⑴
に

同
じ

。
　

　
　

ウ
　

提
出

方
法

　
　

　
　

原
則

、
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

媒
体

提
出

届
を

提
出

し
た

場
合

は
、

持
参

又
は

郵
送

（
郵

便
書

留
に

限
る

。
）

に
よ

る
提

出
を

認
め

る
。

　
　

　
　

　
※

　
手

続
は

、
大

分
県

電
子

入
札

運
用

基
準

に
よ

る
。

　
　

⑷
　

建
設

工
事

共
同

企
業

体
協

定
書

の
写

し
の

提
出

期
間

、
場

所
及

び
方

法
　

　
　

ア
　

提
出

期
間

　
　

　
　

令
和

５
年

９
月

５
日

（
火

）
か

ら
同

年
10月

４
日

（
水

）
ま

で
の

日
（

休
日

を
除

く
。

）
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
　

　
　

イ
　

提
出

場
所

　
　

　
　

　
⑴

に
同

じ
。

　
　

　
ウ

　
提

出
方

法
　

　
　

　
⑴

の
場

所
へ

持
参

し
て

提
出

す
る

こ
と

。
電

子
入

札
へ

登
録

を
行

う
た

め
、

郵
送

及
び

電
送

に
よ

る
も

の
は

受
け

付
け

な
い

。
　

　
　

　
※

　
手

続
は

、
大

分
県

電
子

入
札

運
用

基
準

に
よ

る
。

　
　

⑸
　

技
術

資
料

の
提

出
期

間
、

場
所

及
び

方
法

　
　

　
ア

　
提

出
期

間
　

　
　

　
令

和
５

年
10月

19日
（

木
）

か
ら

同
年

11月
10日

（
金

）
ま

で
の

日
（

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
　

　
イ

　
提

出
場

所
　

　
　

　
　

⑴
に

同
じ

。
　

　
　

ウ
　

提
出

方
法

　
　

　
　

　
⑶

の
ウ

に
同

じ
。

　
　

⑹
　

入
札

の
日

時
及

び
場

所
並

び
に

入
札

書
の

提
出

方
法

　
　

　
ア

　
提

出
日

時
　

　
　

　
ア

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
　

　
令

和
５

年
11月

10日
（

金
）

か
ら

同
月

20日
（

月
）

ま
で

の
日

（
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
　

　
　

　
イ

　
紙

入
札

（
持

参
又

は
郵

送
の

場
合

）
　

　
令

和
５

年
11月

10日
（

金
）

か
ら

同
月

20日
（

月
）

ま
で

の
日

（
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
　

　
　

イ
　

提
出

場
所

　
　

　
　

　
⑴

に
同

じ
。

　
　

　
ウ

　
提

出
方

法
　

　
　

　
原

則
、

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
媒

体
提

出
届

を
提

出
し

た
場

合
は

、
持

参
又

は
郵

送
（

郵
便

書
留

に
限

る
。

）
に

よ
る

入
札

を
認

め
る

。
ま

た
、

入
札

回
数

は
原



令
和
五
年
九
月
一
日

二
〇

大
分
県
報
（
公
告
）

則
と

し
て

１
回

と
す

る
。

　
　

　
　

※
　

手
続

は
、

大
分

県
電

子
入

札
運

用
基

準
に

よ
る

。
　

　
⑺

　
開

札
の

日
時

及
び

場
所

並
び

に
立

会
　

　
　

ア
　

予
定

日
時

　
　

　
　

　
令

和
５

年
12月

13日
（

水
）

午
前

10時
　

　
　

イ
　

場
所

　
　

　
　

　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
　

　
大

分
県

企
業

局
入

札
閲

覧
室

（
大

分
県

庁
舎

新
館

４
階

）
　

　
　

ウ
　

立
会

　
　

　
　

　
開

札
の

立
会

は
、

大
分

県
電

子
入

札
立

会
要

領
に

よ
る

。
　

４
　

そ
の

他
　

⑴
　

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

、
通

貨
及

び
時

刻
は

、
日

本
語

、
日

本
国

通
貨

及
び

日
本

標
準

時
に

限
る

。
　

　
⑵

　
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金
　

　
　

ア
　

入
札

保
証

金
　

免
除

　
　

イ
　

契
約

保
証

金
　

納
付

。
た

だ
し

、
利

付
国

債
の

提
供

又
は

金
融

機
関

若
し

く
は

保
証

事
業

会
社

の
保

証
を

も
っ

て
契

約
保

証
金

の
納

付
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

ま
た

、
公

共
工

事
履

行
保

証
証

券
に

よ
る

保
証

を
付

し
、

又
は

履
行

保
証

保
険

契
約

の
締

結
を

行
っ

た
場

合
は

、
契

約
保

証
金

を
免

除
す

る
。

　
　

⑶
　

入
札

の
無

効
等

　
　

ア
　

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
、

参
加

表
明

書
等

及
び

技
術

資
料

に
虚

偽
の

記
載

を
し

た
者

の
し

た
入

札
並

び
に

入
札

開
始

前
の

注
意

事
項

及
び

入
札

に
関

す
る

条
件

に
違

反
し

た
入

札
は

無
効

と
し

、
無

効
の

入
札

を
行

っ
た

者
を

落
札

者
と

し
て

い
た

場
合

に
は

落
札

決
定

を
取

り
消

す
。

　
　

　
イ

　
談

合
情

報
の

取
扱

い
　

　
　

　
ア

　
総

合
評

価
に

お
け

る
談

合
の

認
定

基
準

　
　

談
合

情
報

の
落

札
予

定
者

の
入

札
価

格
が

最
低

価
格

入
札

者
の

入
札

価
格

（
調

査
基

準
価

格
未

満
を

除
く

。
）

と
一

致
し

て
い

る
場

合
は

、
事

情
聴

取
等

の
調

査
を

実
施

す
る

。
た

だ
し

、
最

終
的

な
入

札
結

果
の

落
札

者
と

談
合

情
報

の
落

札
予

定
者

が
一

致
し

な
い

場
合

は
談

合
と

は
認

定
し

な
い

。
　

　
　

　
イ

　
談

合
が

あ
っ

た
と

認
定

し
た

場
合

の
対

応
　

　
公

正
入

札
調

査
委

員
会

が
談

合
が

あ
っ

た
と

認
定

し
た

場
合

は
、

大
分

県
契

約
事

務
規

則
第

27条
第

２
号

を
適

用
し

、
当

該
入

札
を

無
効

と
し

、
当

該
入

札
参

加
者

を
排

除
す

る
旨

の
要

件
を

加
え

た
上

で
再

度
、

入
札

公
告

を
行

う
。

　
　

⑷
　

低
入

札
価

格
調

査
基

準
価

格
の

有
無

　
有

（
失

格
基

準
有

り
）

　
　

　
低

入
札

価
格

調
査

を
受

け
た

者
と

の
契

約
に

つ
い

て
は

、
契

約
の

保
証

の
額

を
請

負
代

金
の

10分
の

３
以

上
と

す
る

。
ま

た
、

前
金

払
に

お
い

て
は

請
負

代
金

の
10分

の
２

以
内

と
す

る
。

　
　

⑸
　

落
札

者
の

決
定

方
法

　
　

　
ア

　
開

札
後

は
、

落
札

者
の

決
定

を
保

留
す

る
。

　
　

イ
　

１
の

⑹
に

記
載

す
る

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

の
う

ち
、

評
価

値
の

最
も

高
い

者
を

落
札

者
と

す
る

。
　

　
　

　
た

だ
し

、
落

札
者

と
な

る
べ

き
者

の
入

札
価

格
に

よ
っ

て
は

、
そ

の
者

に
よ

り
当

該
契

約
の

内
容

に
適

合
し

た
履

行
が

さ
れ

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

、
又

は
そ

の
者

と
契

約
を

締
結

す
る

こ
と

が
公

正
な

取
引

の
秩

序
を

乱
す

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

っ
て

著
し

く
不

適
当

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

の
価

格
を

も
っ

て
入

札
し

た
他

の
者

の
う

ち
評

価
値

の
最

も
高

い
者

を
落

札
者

と
す

る
こ

と
が

あ
る

。
　

　
ウ

　
評

価
値

の
最

も
高

い
者

が
２

者
以

上
あ

る
と

き
に

は
、

く
じ

に
よ

り
落

札
者

を
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
エ

　
落

札
者

の
決

定
は

、
原

則
と

し
て

開
札

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

５
日

（
休

日
を

除
く

。
）

以
内

に
行

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
低

入
札

価
格

調
査

を
実

施
す

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
　

　
オ

　
イ

に
よ

り
落

札
者

を
決

定
し

た
場

合
は

、
直

ち
に

入
札

参
加

者
に

対
し

通
知

を
行

う
と

と
も

に
、

当
該

入
札

結
果

を
公

表
す

る
。

　
　

カ
　

落
札

者
と

な
ら

な
か

っ
た

者
は

、
落

札
者

の
公

表
を

行
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
５

日
以

内
（

休
日

を
除

く
。

）
に

契
約

担
当

者
に

対
し

て
、

落
札

者
と

な
ら

な
か

っ
た

理
由

の
説

明
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
⑹

　
契

約
担

当
者

は
、

参
加

表
明

書
等

の
提

出
後

、
落

札
決

定
を

す
る

ま
で

の
間

に
落

札
予

定
者

が
次

の
ア

又
は

イ
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

た
場

合
は

、
当

該
落

札
予

定
者

の
行

っ
た

入
札

を
無

効
に

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
な

お
、

イ
の

要
件

の
う

ち
、

２
の

⑵
の

イ
の

ウ
及

び
２

の
⑵

の
ウ

の
イ

に
定

め
る

配
置

予
定

技
術

者
に

係
る

要
件

を
満

た
さ

な
く

な
っ

た
場

合
は

、
開

札
予

定
日

時
（

低
入

札
価

格
調

査
を

行
う

場
合

は
落

札
決

定
の

前
）

ま
で

に
、

発
注

者
に

対
し

そ
の

旨
を

記
載

し
た

書
面

（
任

意
様

式
）

を
提

出
す

る
こ

と
（

開
札

後
の

書
面

提
出

は
受

け
付

け
な

い
。

）
。

な
お

、
こ

の
場

合
の

入
札

は
無

効
扱

い
と

す
る

。



令
和
五
年
九
月
一
日

二
一

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

　
た

だ
し

、
前

記
書

面
を

提
出

す
る

こ
と

な
く

、
落

札
（

予
定

）
者

と
な

り
、

配
置

予
定

の
技

術
者

を
配

置
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

（
病

気
、

死
亡

、
退

職
等

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

く
。

）
は

、
指

名
停

止
要

領
に

基
づ

く
指

名
停

止
を

行
う

。
　

　
ア

　
共

同
企

業
体

に
参

加
す

る
構

成
員

が
指

名
停

止
要

領
に

基
づ

く
指

名
停

止
措

置
を

受
け

た
と

き
（

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

措
置

要
件

に
該

当
す

る
に

至
っ

た
場

合
を

含
む

）
。

　
　

　
イ

　
入

札
公

告
に

掲
げ

る
競

争
入

札
参

加
資

格
の

要
件

を
満

た
さ

な
く

な
っ

た
と

き
。

⑺
　

契
約

担
当

者
は

、
落

札
決

定
後

に
落

札
者

の
共

同
企

業
体

に
参

加
す

る
構

成
員

が
、

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

措
置

を
受

け
た

場
合

（
指

名
停

止
要

領
に

基
づ

く
指

名
措

置
要

件
に

該
当

す
る

に
至

っ
た

場
合

を
含

む
。

）
に

お
い

て
、

指
名

停
止

措
置

に
係

る
事

案
が

重
大

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
落

札
決

定
の

取
消

し
又

は
契

約
の

解
除

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
⑻

　
契

約
担

当
者

は
、

落
札

決
定

後
、

契
約

締
結

ま
で

の
間

に
落

札
者

が
入

札
公

告
に

掲
げ

る
競

争
入

札
参

加
資

格
の

要
件

を
満

た
さ

な
く

な
っ

た
場

合
（

２
の

⑵
の

ア
の

エ
の

場
合

を
除

く
。

）
は

落
札

決
定

の
取

消
し

を
行

う
。

⑼
　

契
約

担
当

者
は

、
契

約
締

結
後

に
、

契
約

者
が

入
札

公
告

に
掲

げ
る

競
争

入
札

参
加

資
格

の
要

件
を

満
た

さ
な

く
な

っ
た

場
合

（
２

の
⑵

の
ア

の
エ

の
場

合
を

除
く

。
）

は
契

約
の

解
除

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
⑽

　
落

札
候

補
者

、
落

札
者

及
び

契
約

者
（

以
下

「
落

札
者

等
」

と
い

う
。

）
は

、
入

札
後

に
⑹

の
ア

又
は

イ
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

た
場

合
は

、
契

約
担

当
者

に
速

や
か

に
申

し
出

る
こ

と
。

ま
た

、
⑹

か
ら

⑼
ま

で
の

入
札

の
無

効
又

は
落

札
決

定
の

取
消

し
若

し
く

は
契

約
の

解
除

等
に

伴
う

損
害

賠
償

に
つ

い
て

は
、

契
約

担
当

者
は

、
そ

の
責

を
一

切
負

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
⑾

　
資

料
に

虚
偽

の
記

載
を

し
た

場
合

に
お

い
て

は
、

指
名

停
止

要
領

に
基

づ
く

指
名

停
止

を
行

う
こ

と
が

あ
る

。
　

⑿
　

落
札

者
等

に
は

、
共

同
企

業
体

の
構

成
員

も
含

ま
れ

る
。

　
⒀

　
配

置
予

定
監

理
技

術
者

の
確

認
　

　
落

札
決

定
後

、
Ｃ

Ｏ
Ｒ

Ｉ
Ｎ

Ｓ
等

に
よ

り
配

置
予

定
の

監
理

技
術

者
の

専
任

制
違

反
の

事
実

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、

契
約

を
締

結
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⒁

　
手

続
に

お
け

る
交

渉
の

有
無

　
無

　
⒂

　
契

約
書

作
成

の
要

否
　

要
⒃

　
当

該
工

事
に

直
接

関
連

す
る

他
の

工
事

の
請

負
契

約
を

当
該

工
事

の
請

負
契

約
の

相
手

方
と

の
随

意
契

約
に

よ
り

締
結

す
る

予
定

の
有

無
　

無
　

⒄
　

関
連

情
報

を
入

手
す

る
た

め
の

照
会

窓
口

　
３

の
⑴

に
同

じ
。

　
⒅

　
競

争
入

札
参

加
資

格
の

認
定

を
受

け
て

い
な

い
者

の
参

加
　

　
　

２
の

⑵
の

ア
の

イ
に

掲
げ

る
競

争
入

札
参

加
資

格
者

の
資

格
を

有
し

て
い

な
い

者
も

３
の

⑷
に

よ
り

申
請

書
及

び
資

料
を

提
出

す
る

こ
と

は
で

き
る

が
、

競
争

に
参

加
す

る
た

め
に

は
、

開
札

の
時

に
お

い
て

、
当

該
競

争
入

札
参

加
資

格
者

の
資

格
を

有
し

て
い

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

⒆
　

詳
細

は
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

⒇
　

こ
の

調
達

は
、

世
界

貿
易

機
関

（
Ｗ

Ｔ
Ｏ

）
に

基
づ

く
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

。
　

５
　

Sum
m

ary
　

　
⑴

　
O

ffi
cial in charge of disbursem

ent of the procuring entity
　

　
　

　
Fum

io W
atanabe,D

irector General of O
ita Prefectural Public Enterprise Bureau 

　
　

⑵
　

Products or goods to be procured, nam
e of service and quantity

　
　

　
　

Renew
al w

ork for RN
 penstocks, etc. 

　
　

⑶
　

Q
ualification screening

　
　

　
　

9:00A
M

 ~ 5:00PM
, T

ue, Sep 5 to W
ed, O

ct 4, 2023
　

　
⑷

　
Bidding

　
　

　
　

E-tender
　

　
　

　
9:00A

M
 ~ 5:00PM

, Fri, N
ov 10 ~ M

on, N
ov 20, 2023 

　
　

　
　

Physical subm
ission （

hand deliveries and postal deliveries）
　

　
　

　
9:00A

M
 ~ 5:00PM

, Fri, N
ov 10 ~ M

on, N
ov 20, 2023

　
　

⑸
　

T
itle of departm

ent in charge of offi
cial announcem

ent
　

　
　

　
General A

ffairs D
ivision, Public Enterprise Bureau

　
　

　
　

O
ita Prefectural Governm

ent
　

　
　

　（
4F, N

ew
 A

nnex, O
ita Prefectural O

ffi
ce）

　
　

　
　

3-1-1 O
tem

achi, O
ita City 870-8501

　
　

　
　

T
el: 097-534-1341


